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㈤

｜
「
中
国
の
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
」

1999
）
｜

金
瑞

林
（Jin R

u
ilin

）
・
汪
勁
（W

a
n
g Jin

）
著
、
鈴
木
光
（S

u
zu
k
i

 
H
ik
a
ru

）
訳
（
本
号
）

第
一
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
概
述

第
一
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
必
要
性

一

地
方
が
環
境
と
自
然
資
源
立
法
を
行
う
こ
と
は
、
我
が
国
の

段
階
的
立
法
権
限
体
制
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る

二

地
方
に
よ
る
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
我
が
国
の
環
境
と

自
然
資
源
の
分
布
状
況
に
よ
っ
て
決
ま
る

三

地
方
に
よ
る
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
我
が
国
の
地
区
に

お
け
る
社
会
・
経
済
発
展
の
水
準
お
よ
び
各
民
族
の
習
慣
が

異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る

四

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
国
の
環
境
と
自
然
資
源

に
関
す
る
法
律
体
系
の
重
要
な
内
容
で
あ
る

第
二
節

我
が
国
に
お
け
る
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
現
状

と
お
も
な
問
題

第
二
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
根
拠

第
一
節

地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法

規
を
制
定
す
る
際
の
憲
法
お
よ
び
法
律
上
の
根
拠

一

地
方
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
地
方
性
の
環

境
と
自
然
資
源
法
規
を
制
定
す
る
際
の
憲
法
上
の
根
拠

二

地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規

を
制
定
す
る
際
の
国
家
機
構
組
織
法
上
の
根
拠

三

地
方
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
地
方
性
の
環
境
と
自

然
資
源
法
規
を
制
定
す
る
際
の
国
家
機
構
組
織
法
あ
る
い
は

国
の
環
境
と
自
然
資
源
法
上
の
根
拠

資 料
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四

民
族
区
域
自
治
地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
自
治
権
に
基
づ
き

環
境
と
自
然
資
源
自
治
条
例
と
単
行
条
例
を
制
定
す
る
際
の

憲
法
お
よ
び
法
律
上
の
根
拠

五

全
国
人
民
代
表
大
会
の
授
権
を
経
て
、
少
数
の
経
済
特
区
の

人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
管
轄
下
の
経
済
特
区

の
各
単
行
経
済
法
規
を
制
定
す
る
際
の
特
別
法
上
の
根
拠

第
二
節

省
級
人
民
政
府
、
省
級
人
民
政
府
所
在
地
の
市
、
お
よ
び

国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
政
府
が

環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
規
則
を
制
定
す
る
際
の
法
律

上
の
根
拠

第
三
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
権
限
、
範
囲
、
お
よ
び
そ

の
効
力

第
一
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
権
限
区
分

第
二
節

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
の
範
囲
、
名

称
、
お
よ
び
そ
の
表
現
形
式

一

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
範
囲

二

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
の
内
容
お
よ
び
そ

の
名
称

三

地
方
が
立
法
に
際
し
地
方
性
法
規
と
規
則
を
区
別
す
る
方
法

四

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
等
の
名
称
使
用
上

の
区
分
方
法
に
つ
い
て

第
三
節

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
と
国
の
法
律
・

法
規
と
の
関
係
お
よ
び
そ
の
効
力
の
問
題

一

地
方
性
の
法
規
・
規
則
と
国
の
法
律
・
法
規
と
の
関
係

二

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
の
効
力
の
問
題
に

つ
い
て

第
四
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
原
則

第
一
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
が
し
た
が
う
べ
き
基
本
原

則

一

環
境
資
源
行
政
管
理
に
お
け
る
地
方
の
必
要
性
・
専
門
性
を

考
慮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
環
境
管
理
に
お
け
る
民
主
性
と
公

衆
参
加
も
十
分
に
体
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二

国
の
法
制
の
統
一
を
保
つ
の
み
な
ら
ず
、
原
則
性
と
融
通
性

を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
と
い
う
基
礎
の
う
え
に
、
地
方
の
環

境
資
源
立
法
の
融
通
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三

地
方
の
環
境
資
源
保
護
管
理
の
実
際
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を

堅
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
の
立
法
と
そ
の
他
の
地
方
立
法

と
の
関
係
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

四

環
境
保
護
に
よ
り
損
害
を
被
る
地
域
に
対
す
る
補
償
措
置
を

定
め
、
も
っ
て
社
会
発
展
が
も
た
ら
す
利
益
の
平
衡
を
保
た
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い

五

地
方
立
法
の
安
定
性
を
堅
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
方
の
環

境
資
源
立
法
の
「
廃
止
・
改
正
・
制
定
」
に
も
注
意
し
こ
れ

を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
二
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
を
具
体
的
に
取
り
あ
つ
か

う
際
に
注
意
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題

一

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
当
該
地
区
の
実
際
か
ら

出
発
し
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
科
学
性
と
取
り

あ
つ
か
い
可
能
性
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る

二

他
の
国
あ
る
い
は
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
に
お
け
る

先
進
的
な
管
理
制
度
あ
る
い
は
措
置
を
参
考
に
し
試
用
す
る

よ
う
注
意
す
べ
き
だ
が
、
国
の
憲
法
・
法
律
・
行
政
法
規
の

規
定
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い

三

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
重
点
は
、
部
門
に
よ
る
環

境
と
資
源
管
理
に
関
す
る
行
政
行
為
を
規
範
す
る
こ
と
に
あ

り
、
国
の
刑
事
法
・
民
事
法
が
す
で
に
規
定
し
て
い
る
内
容

を
規
定
し
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
公
民
・
法
人
あ
る
い
は
他

の
組
織
に
、
新
た
な
関
連
す
る
基
本
的
権
利
・
義
務
を
設
定

し
た
り
、
あ
る
い
は
刑
事
罰
に
関
す
る
措
置
を
設
け
て
は
な

ら
な
い

第
五
章

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行

う
こ
と
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て

第
一
節

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を

行
う
意
義

一

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行

う
意
義

二

地
方
立
法
が
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行
う
原

則
の
考
え
方
の
筋
道
を
確
定
す
る

第
二
節

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を

行
う
際
の
取
り
あ
つ
か
い
性
に
関
す
る
準
則

原
注

訳
注

訳
者
あ
と
が
き
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現
代
中
国
の
環
境
論

㈤

｜
「
中
国
の
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
」

1999

）
｜

第
一
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
概
述

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
（lo

ca
l en

v
iro
n
m
en
ta
l leg

isla
-

tio
n

）
と
は
、
広
義
で
は
、
省
級
、
省
級
政
府
所
在
地
の
市
、
お
よ
び

国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常

務
委
員
会
、
そ
し
て
民
族
自
治
地
方
の
人
民
代
表
大
会
お
よ
び
そ
れ
と

同
等
の
人
民
政
府
が
、
当
該
行
政
区
域
内
の
社
会
・
経
済
発
展
計
画
と

目
標
に
基
づ
き
、
当
該
地
区
の
環
境
と
自
然
資
源
の
具
体
的
状
況
に
鑑

み
、
憲
法
・
法
律
・
行
政
法
規
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
と
の
前
提
の
も

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
法
定
の
権
限
と
手
続
に
し
た
が
い
、
当
該
行
政
区
域

内
に
お
い
て
普
遍
的
効
力
を
有
す
る
各
種
の
地
方
性
環
境
法
規
・
地
方

性
環
境
規
則
を
制
定
・
改
正
あ
る
い
は
廃
止
す
る
活
動
を
指
す

（
１
）
。
通
常
、
我
々
は
、
省
級
、
省
級
政
府
所
在
地
の
市
、
お
よ
び

国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
地
方
人
民
代
表
大
会
お
よ

び
そ
の
常
務
委
員
会
が
制
定
す
る
規
範
性
の
あ
る
文
書
を
「
地
方
性
環

境
法
規
」
と
よ
び
、
規
則
制
定
権
を
有
す
る
省
級
政
府
、
省
級
政
府
所

在
地
の
市
、
お
よ
び
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民

政
府
が
制
定
す
る
規
範
性
の
あ
る
文
書
を
「
地
方
政
府
環
境
規
則
」
と

よ
ぶ
。

第
一
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
必
要
性

一

地
方
が
環
境
と
自
然
資
源
立
法
を
行
う
こ
と
は
、
我
が
国
の

段
階
的
立
法
権
限
体
制
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る

こ
こ
で
い
う
い
わ
ゆ
る
立
法
体
制
と
は
、
お
も
に
国
家
内
部
の
立
法

権
限
区
分
の
体
制
を
指
す
（
２
）
。
現
行
の
憲
法
と
地
方
組
織
法
の
関

連
規
定
に
よ
る
と
、
我
が
国
の
立
法
体
制
は
、
そ
の
構
造
上
、
お
も
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

１
）
全
国
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
国
の
立
法
権
を

行
使
す
る
。

２
）
国
務
院
は
、
憲
法
と
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
法
規
を

制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。

３
）
省
級
あ
る
い
は
比
較
的
大
き
な
市
の
地
方
人
民
代
表
大
会
と

そ
の
常
務
委
員
会
は
、
憲
法
・
法
律
・
行
政
法
規
に
抵
触
し

な
い
と
の
前
提
の
も
と
で
、
地
方
性
法
規
を
制
定
す
る
。

４
）
民
族
自
治
地
方
人
民
代
表
大
会
は
、
当
該
地
域
の
民
族
の
政
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治
・
経
済
お
よ
び
文
化
的
特
色
に
照
ら
し
、
自
治
条
例
と
単

行
条
例
を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
地
方
が
環
境
と
自
然
資
源
立
法
を

行
う
こ
と
は
、
第
一
に
我
が
国
の
立
法
体
制
が
定
め
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
地
方
の
立
法
権
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

二

地
方
に
よ
る
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
我
が
国
の
環
境
と

自
然
資
源
の
分
布
状
況
に
よ
っ
て
決
ま
る

周
知
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
国
土
は
広
く
、
地
形
は
複
雑
で
あ
り
、

気
候
は
多
様
で
、
資
源
は
豊
富
で
あ
り
、
人
口
が
多
い
。
た
と
え
ば
、

我
が
国
の
大
陸
の
地
勢
は
西
高
東
低
で
、
山
地
と
高
原
が
全
国
総
面
積

の
二
分
の
一
以
上
、
丘
陵
と
盆
地
が
約
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
原
が
十

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
。
こ
の
ほ
か
、
我
が
国
は
広
い
海
域
も

保
有
し
て
お
り
、
全
国
の
海
岸
線
総
延
長
は
三
・
二
万
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、
そ
の
う
ち
大
陸
海
岸
線
の
長
さ
は
一
・
八
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ

る
。
上
述
の
よ
う
な
区
域
地
質
構
造
に
よ
り
、
我
が
国
の
地
形
の
主
要

な
発
展
方
向
お
よ
び
大
き
な
地
形
区
画
ご
と
の
三
大
構
成
が
決
ま
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
流
水
作
用
を
主
と
す
る
東
部
の
季
節
風
湿
潤
区
、

風
力
と
乾
燥
に
よ
る
浸
食
作
用
を
主
と
す
る
西
北
内
陸
乾
燥
区
、
そ
し

て
周
氷
河
お
よ
び
氷
河
作
用
（
訳
注
１
）
を
主
と
す
る
青
藏
〔
青
海
省

か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
か
け
て
の
地
域
〕
高
原
区
で
あ
る
（
３
）
。
我
が
国

に
は
こ
の
よ
う
な
地
理
的
構
造
と
自
然
環
境
分
布
が
み
ら
れ
る
た
め
、

我
が
国
の
気
候
類
型
は
多
様
で
あ
り
、
東
西
南
北
の
水
文
や
季
節
・
気

候
等
の
隔
た
り
は
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
り
、
自
然
資
源
の
分
布
も
ま
た

一
様
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
国
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
こ
う
し
た
複
雑
で
多

様
な
自
然
地
理
環
境
と
自
然
資
源
状
況
に
つ
い
て
一
律
に
全
面
的
な
規

定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
地
方
が
、
立
法
権
と
管
轄
区
域

の
範
囲
内
で
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
の
保
護
管
理
に
関
す
る
具
体

的
な
規
定
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
決
め
た
の
で
あ
る
。

三

地
方
に
よ
る
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
我
が
国
の
地
区
に

お
け
る
社
会
・
経
済
発
展
の
水
準
お
よ
び
各
民
族
の
習
慣
が

異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る

地
区
の
社
会
・
経
済
発
展
と
環
境
問
題
に
つ
い
て
い
う
と
、
経
済
開

発
の
程
度
は
、
東
部
が
西
部
よ
り
も
、
南
方
が
北
方
よ
り
も
や
や
進
ん

で
お
り
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
地
方
の
環
境
問
題
も
、
お
も
に
工
業
汚
染

が
環
境
に
与
え
る
損
害
と
い
う
領
域
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
比
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較
的
た
ち
遅
れ
た
（
未
発
達
な
）
地
区
で
は
、
環
境
問
題
は
お
も
に
、

自
然
環
境
と
資
源
に
対
す
る
破
壊
と
水
土
流
出
の
問
題
と
い
う
領
域
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
環
境
問
題
が
深
刻
で
あ
る
か
否
か
は
、
も
ち
ろ
ん

か
な
ら
ず
し
も
経
済
発
達
の
程
度
と
完
全
な
正
比
例
の
関
係
を
示
す
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
数
年
来
、
我
々
は
、
西
南
地
区
の
工
業
〔
性
〕
酸

性
雨
問
題
、
北
方
地
区
の
工
業
〔
性
〕
大
気
汚
染
・
水
汚
染
問
題
等
を

し
ば
し
ば
耳
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
〔
の
問
題
〕
は
、
我
が
国
が
過

去
の
都
市
計
画
と
工
業
経
済
配
置
政
策
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
た
こ
と

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

こ
こ
二
十
年
来
、
我
が
国
は
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
多
く
の
法

律
を
公
布
し
実
施
し
て
き
た
が
、
我
が
国
の
各
地
区
の
人
口
・
環
境
と

自
然
資
源
の
分
布
は
異
な
り
、
加
え
て
各
地
方
の
民
族
習
慣
・
社
会
経

済
の
発
展
水
準
等
が
そ
れ
ぞ
れ
一
様
で
は
な
い
た
め
、
各
地
区
が
環
境

と
自
然
資
源
法
を
執
行
・
実
施
す
る
際
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
異
な
る
特
色

が
み
ら
れ
る
。
目
前
の
成
功
と
利
益
を
焦
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
一
部

の
者
が
、
地
方
保
護
主
義
者
ら
の
庇
護
の
も
と
、
国
の
環
境
と
自
然
資

源
法
律
を
顧
み
ず
、
地
方
経
済
の
振
興
を
旗
印
に
大
量
の
短
期
的
開
発

行
為
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
官
僚
と
結
託
し
た
少
数
の
人
々
が

金
を
儲
け
、
地
区
の
環
境
と
自
然
資
源
は
破
壊
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
多

数
の
人
々
が
環
境
問
題
〔
に
対
処
す
る
た
め
〕
の
社
会
的
費
用
を
引
き

受
け
〔
ざ
る
を
得
な
く
な
〕
る
等
の
好
ま
し
く
な
い
局
面
が
発
生
し
て

い
る
。

こ
の
た
め
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
地
方
の
特
色
を
強
調

し
、
地
方
の
民
族
習
慣
お
よ
び
地
方
の
社
会
経
済
発
展
計
画
と
充
分
か

つ
緊
密
に
関
連
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
国
の
環
境
と
自
然
資
源

に
関
す
る
法
律
体
系
の
重
要
な
内
容
で
あ
る

我
が
国
の
国
家
一
級
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
国
全
体
の
環
境

と
自
然
資
源
の
保
護
管
理
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
共

通
性
・
基
本
性
・
原
則
性
を
備
え
た
内
容
に
つ
い
て
の
み
規
定
す
る
に

と
ど
ま
り
（
４
）
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
地
区
の
具
体
的
事
項
を
規
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
国
の
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
法
律
体
系

と
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
も
国
の
環
境

と
自
然
資
源
に
関
す
る
法
律
体
系
の
重
要
な
一
組
成
部
分
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
地
方
は
、
法
律
の
授
権
の
範
囲
内
で
、
当
該
地
区
の
実
際
的

な
状
況
と
結
び
つ
け
て
、
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
を
制
定

し
、
国
の
法
律
が
規
定
す
る
措
置
、
方
法
、
お
よ
び
内
容
の
具
体
的
適

用
を
補
足
し
、
も
っ
て
国
の
法
律
が
地
方
で
十
分
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
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に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

我
が
国
に
お
け
る
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
現
状

と
お
も
な
問
題

我
が
国
の
「
環
境
保
護
法
」
が
公
布
さ
れ
て
以
来
、
全
国
の
各
地
方

は
い
ず
れ
も
、
同
法
に
応
じ
て
、
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ

る
い
は
規
則
を
制
定
し
た
。
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ
る
い
は

規
則
は
、
地
方
に
お
け
る
環
境
と
自
然
資
源
の
保
護
管
理
活
動
上
、
い

ず
れ
も
積
極
的
な
役
割
を
発
揮
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
地
方
の
特
色
と
結

び
つ
き
、
あ
る
い
は
国
の
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
法
律
・
法
規
を

基
盤
と
し
て
さ
ら
な
る
具
体
的
規
定
を
お
き
、
あ
る
い
は
国
の
環
境
と

自
然
資
源
立
法
が
不
足
し
て
い
る
領
域
で
は
そ
れ
を
補
充
し
、
あ
る
い

は
地
方
の
特
色
あ
る
保
護
管
理
対
象
に
対
し
法
規
上
の
調
整
を
行
っ
て

い
る
。
不
完
全
な
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
九
五
年
ま
で
に
中
国
で
公
布

さ
れ
た
地
方
の
環
境
法
規
あ
る
い
は
規
則
は
、
す
で
に
五
百
を
超
え

（
５
）
、
そ
の
法
規
あ
る
い
は
規
則
の
内
容
の
大
部
分
は
、
都
市
環
境

汚
染
の
防
除
と
自
然
環
境
保
護
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
数
は
比
較
的
多
く
、
地
方
の
環
境

と
自
然
資
源
立
法
の
成
果
も
比
較
的
際
立
っ
て
は
い
る
が
、
我
が
国
の

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
に
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
、
依
然
と

し
て
速
や
か
に
解
決
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。

第
一
に
、
環
境
汚
染
を
防
除
す
る
〔
た
め
の
〕
地
方
立
法
と
い
う
点

か
ら
み
る
と
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
大
部
分
は
、
あ
た
か

も
国
の
立
法
の
複
製
版
の
よ
う
に
同
じ
顔
つ
き
を
し
て
お
り
、
特
色
が

な
い
。

第
二
に
、
少
数
な
が
ら
、
内
容
上
〔
制
限
を
〕
超
え
て
い
る
地
方
の

環
境
と
自
然
資
源
立
法
が
あ
り
、
ま
た
立
法
用
語
が
規
範
に
合
わ
ず
、

不
正
確
な
も
の
も
あ
り
、
語
義
が
多
様
に
解
釈
さ
れ
る
問
題
が
し
ば
し

ば
発
生
し
て
い
る
。

第
三
に
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
多
く
が
政
府
あ
る
い
は

部
門
の
規
則
で
あ
り
、
地
方
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
公

布
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

第
四
に
、
「
法
に
照
ら
し
て
国
を
治
め
る
」
こ
と
を
強
調
し
、
社
会

主
義
法
治
国
家
を
建
設
す
る
過
程
に
お
い
て
、
地
方
立
法
は
如
何
に
し

て
国
の
立
法
と
つ
り
あ
い
を
と
る
か
、
国
の
法
律
・
法
規
に
抵
触
し
な

い
と
の
前
提
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
に
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規

を
制
定
す
る
か
な
ど
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
な
お
複
雑

な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
上
述
の
問
題
に
照
ら
し
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
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法
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
を
は
っ
き
り
述
べ
た
い
。

第
二
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
根
拠

地
方
が
、
当
該
地
区
の
実
際
に
基
づ
き
、
国
の
法
律
が
規
定
す
る
権

限
と
手
続
に
照
ら
し
、
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
し
、
も
っ

て
当
該
地
区
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
規
範
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の

『
地
方
の
各
級
人
民
代
表
大
会
と
地
方
の
各
級
人
民
政
府
の
組
織
に
関

す
る
法
』
が
地
方
の
国
家
機
関
に
賦
与
す
る
重
要
な
職
能
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

第
一
節

地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法

規
を
制
定
す
る
際
の
憲
法
お
よ
び
法
律
上
の
根
拠

一

地
方
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
地
方
性
の
環

境
と
自
然
資
源
法
規
を
制
定
す
る
際
の
憲
法
上
の
根
拠

我
が
国
の
現
行
の
『
憲
法
』
（
一
九
八
二
年
採
択
、
一
九
八
八
年
改

正
）
第
百
条
は
、
「
省
・
直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員

会
は
、
憲
法
、
法
律
、
行
政
法
規
に
抵
触
し
な
い
と
の
前
提
の
も
と

で
、
地
方
性
法
規
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
全
国
人
民
代
表

大
会
常
務
委
員
会
に
報
告
し
登
録
す
る
」
と
規
定
す
る
。

二

地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規

を
制
定
す
る
際
の
国
家
機
構
組
織
法
上
の
根
拠

全
国
人
民
代
表
大
会
が
公
布
し
た
『
地
方
の
各
級
人
民
代
表
大
会
と

地
方
の
各
級
人
民
政
府
の
組
織
に
関
す
る
法
』
（
一
九
七
九
年
七
月
採

択
、
一
九
八
二
年
・
一
九
八
六
年
改
正
。
以
下
『
地
方
組
織
法
』
と
略

称
す
る
）
第
七
条
は
、
「
省
・
自
治
区
・
直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会

は
、
当
該
行
政
区
域
の
具
体
的
状
況
と
実
際
の
需
要
に
基
づ
き
、
憲

法
・
法
律
・
行
政
法
規
に
抵
触
し
な
い
と
の
前
提
の
も
と
で
、
地
方
性

法
規
を
制
定
・
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
全
国
人
民
代
表
大
会

常
務
委
員
会
に
報
告
し
登
録
す
る
」
と
規
定
す
る
。

〔
「
〕
省
・
自
治
区
の
人
民
政
府
所
在
地
の
市
と
国
務
院
の
承
認
を

経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
代
表
大
会
は
、
当
該
市
の
具
体
的
状
況

と
実
際
の
需
要
に
基
づ
き
、
憲
法
、
法
律
、
行
政
法
規
、
お
よ
び
当
該

省
・
自
治
区
の
地
方
性
法
規
に
抵
触
し
な
い
と
の
前
提
の
も
と
で
、
地

方
性
法
規
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
省
・
自
治
区
の
人
民
代
表
大
会

常
務
委
員
会
に
報
告
し
承
認
を
受
け
た
の
ち
施
行
し
、
か
つ
省
・
自
治
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区
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
か
ら
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員

会
と
国
務
院
に
報
告
し
登
録
す
る
。
」

三

地
方
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
地
方
性
の
環
境
と
自

然
資
源
法
規
を
制
定
す
る
際
の
国
家
機
構
組
織
法
あ
る
い
は

国
の
環
境
と
自
然
資
源
法
上
の
根
拠

『
地
方
組
織
法
』
第
三
八
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
「
省
・
自
治
区
・

直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
は
、
当
該
級
の
人
民
代
表
大
会

の
閉
会
期
間
中
、
当
該
行
政
区
域
の
具
体
的
状
況
と
実
際
の
需
要
に
基

づ
き
、
憲
法
、
法
律
、
行
政
法
規
に
抵
触
し
な
い
と
の
前
提
の
も
と

で
、
地
方
性
法
規
を
制
定
・
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
、
全
国
人
民
代
表

大
会
常
務
委
員
会
と
国
務
院
に
報
告
し
登
録
す
る
。
」

省
・
自
治
区
の
人
民
政
府
所
在
地
の
市
と
、
国
務
院
の
承
認
を
経
た

比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
は
、
当
該
級
の
人
民

代
表
大
会
の
閉
会
期
間
中
、
当
該
市
の
具
体
的
状
況
と
実
際
の
需
要
に

基
づ
き
、
憲
法
、
法
律
、
行
政
法
規
、
お
よ
び
当
該
省
・
自
治
区
の
地

方
性
法
規
に
抵
触
し
な
い
と
の
前
提
の
も
と
で
、
地
方
性
法
規
を
制
定

す
る
こ
と
が
で
き
、
省
・
自
治
区
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
報

告
し
承
認
を
受
け
た
の
ち
施
行
し
、
か
つ
省
・
自
治
区
の
人
民
代
表
大

会
常
務
委
員
会
か
ら
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
と
国
務
院
に
報

告
し
登
録
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
公
布
し
た
、
『
海

洋
環
境
保
護
法
』
・
『
鉱
産
物
資
源
法
』
等
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
環

境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
法
律
も
、
立
法
形
式
に
よ
り
、
地
方
に
地
方

性
法
規
の
制
定
権
を
与
え
て
い
る
。

四

民
族
区
域
自
治
地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
自
治
権
に
基
づ
き

環
境
と
自
然
資
源
自
治
条
例
と
単
行
条
例
を
制
定
す
る
際
の

憲
法
お
よ
び
法
律
上
の
根
拠

我
が
国
の
『
憲
法
』
第
一
一
六
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
「
民
族
自
治

地
方
の
人
民
代
表
大
会
は
、
当
該
地
域
の
民
族
の
政
治
、
経
済
、
お
よ

び
文
化
的
特
色
に
照
ら
し
、
自
治
条
例
と
単
行
条
例
を
制
定
す
る
権
限

を
有
す
る
。
自
治
区
の
自
治
条
例
と
単
行
条
例
は
、
全
国
人
民
代
表
大

会
常
務
委
員
会
に
報
告
し
承
認
を
受
け
た
の
ち
効
力
を
生
ず
る
。
自
治

州
・
自
治
県
の
自
治
条
例
と
単
行
条
例
は
、
省
あ
る
い
は
自
治
区
の
人

民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
報
告
し
承
認
を
受
け
た
の
ち
効
力
を
生

じ
、
か
つ
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
報
告
し
登
録
す
る
。
」

我
が
国
の
『
民
族
区
域
自
治
法
』
（
一
九
八
四
年
全
国
人
民
代
表
大
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会
採
択
）
は
、
第
三
章
の
「
自
治
機
関
の
自
治
権
」
に
関
す
る
規
定
に

お
い
て
、
民
族
自
治
地
方
の
立
法
権
を
さ
ら
に
明
確
に
規
定
し
た
。

〔
す
な
わ
ち
〕
第
十
九
条
で
憲
法
の
規
定
を
重
ね
て
言
明
し
た
ほ
か
、

さ
ら
に
第
二
十
条
が
、
「
上
級
国
家
機
関
の
決
議
・
決
定
・
命
令
お
よ

び
指
示
の
な
か
に
、
民
族
自
治
地
方
の
実
際
状
況
に
適
合
し
な
い
も
の

が
含
ま
れ
る
場
合
、
自
治
機
関
は
、
当
該
上
級
国
家
機
関
に
報
告
し
そ

の
承
認
を
経
た
う
え
で
、
〔
そ
れ
ら
を
〕
臨
機
応
変
に
執
行
し
、
あ
る

い
は
〔
そ
れ
ら
の
〕
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て

い
る
。五

全
国
人
民
代
表
大
会
の
授
権
を
経
て
、
少
数
の
経
済
特
区
の

人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
管
轄
下
の
経
済
特
区

の
各
単
行
経
済
法
規
を
制
定
す
る
際
の
特
別
法
上
の
根
拠

全
国
人
民
代
表
大
会
は
、
我
が
国
の
い
く
つ
か
の
経
済
特
区
を
順
調

に
建
設
し
、
経
済
特
区
の
経
済
管
理
を
業
務
上
の
需
要
に
十
分
に
適
合

さ
せ
、
さ
ら
に
経
済
特
区
の
作
用
を
効
果
的
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
一

九
八
一
年
よ
り
、
少
数
の
経
済
特
区
の
地
方
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常

務
委
員
会
に
対
し
、
関
連
す
る
法
律
・
法
令
・
政
策
が
規
定
す
る
原
則

に
基
づ
き
、
当
該
各
省
の
経
済
特
区
の
具
体
的
状
況
と
実
際
の
需
要
に

照
ら
し
、
経
済
特
区
の
各
単
行
経
済
法
規
を
制
定
し
、
か
つ
全
国
人
民

代
表
大
会
常
務
委
員
会
と
国
務
院
に
報
告
し
登
録
す
る
こ
と
の
で
き
る

権
限
を
与
え
始
め
た
。

第
二
節

省
級
人
民
政
府
、
省
級
人
民
政
府
所
在
地
の
市
、
お
よ
び

国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
政
府
が

環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
規
則
を
制
定
す
る
際
の
法
律

上
の
根
拠

『
地
方
組
織
法
』
第
五
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
と
、
「
省
・
自
治

区
・
直
轄
市
、
省
・
自
治
区
の
人
民
政
府
所
在
地
の
市
、
お
よ
び
国
務

院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
政
府
も
、
法
律
と
国
務
院

の
行
政
法
規
に
基
づ
き
、
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
の

こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
我
が
国
の
省
級
、
省
級
政
府
所
在
地
の

市
、
お
よ
び
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
地
方
人
民
政

府
も
、
地
方
規
則
の
制
定
権
を
有
す
る
。
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第
三
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
権
限
、
範

囲
、
お
よ
び
そ
の
効
力

第
一
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
権
限
区
分

上
述
を
ま
と
め
る
と
、
我
が
国
の
憲
法
、
国
家
機
構
組
織
法
、
お
よ

び
特
別
法
に
は
、
す
で
に
、
地
方
の
立
法
機
構
の
地
方
性
法
規
あ
る
い

は
規
則
の
制
定
権
に
関
す
る
明
確
な
規
定
が
あ
る
。
要
約
し
て
述
べ
る

と
、
我
が
国
の
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
権
限
区
分
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
。

地
方
性
法
規
の
制
定
権
を
有
す
る
地
方
の
国
家
機
関
は
、
（
１
）

省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
、

（
２
）
省
、
自
治
区
の
人
民
政
府
所
在
地
の
市
の
人
民
代
表
大
会
と
そ

の
常
務
委
員
会
、
（
３
）
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の

人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
、
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
民
族
自

治
地
方
の
人
民
代
表
大
会
も
、
自
治
条
例
と
単
行
条
例
の
制
定
権
を
有

す
る
。
少
数
の
経
済
特
区
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
は
、

全
国
人
民
代
表
大
会
の
授
権
を
経
て
、
管
轄
下
の
経
済
特
区
の
各
単
行

経
済
法
規
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
〔
ら
〕
以
外
の
、
そ
の

他
の
地
方
各
級
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
は
、
地
方
性
法

規
の
制
定
権
を
有
し
な
い
。

地
方
規
則
の
制
定
権
を
有
す
る
地
方
の
国
家
行
政
機
関
は
、
（
１
）

省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
政
府
、
（
２
）
省
、
自
治
区
の
人
民
政

府
所
在
地
の
市
の
人
民
政
府
、
（
３
）
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的

大
き
な
市
の
人
民
政
府
、
で
あ
る
。
こ
れ
〔
ら
〕
以
外
の
、
そ
の
他
の

地
方
人
民
政
府
は
、
地
方
行
政
規
則
の
制
定
権
を
有
し
な
い
。
し
か

し
、
県
級
以
上
の
地
方
人
民
政
府
は
、
憲
法
あ
る
い
は
地
方
組
織
法
が

規
定
す
る
権
限
に
基
づ
き
、
当
該
行
政
区
域
内
の
行
政
活
動
に
関
す
る

行
政
措
置
を
規
定
し
、
決
定
・
命
令
を
公
布
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
６
）
。

第
二
節

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
の
範
囲
、
名

称
、
お
よ
び
そ
の
表
現
形
式

一

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
範
囲

す
な
わ
ち
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
が
、
そ
の
内
容
上
有
し

て
い
る
、
国
の
法
律
規
定
と
は
異
な
る
範
囲
と
領
域
の
こ
と
で
あ
る
。

１
）
国
の
環
境
と
自
然
資
源
法
律
・
法
規
の
規
定
に
基
づ
き
、
地

方
の
法
律
実
施
細
則
あ
る
い
は
実
施
規
則
を
制
定
す
る
。
こ
れ
は
さ
ら
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に
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
状
況
に
分
か
れ
る
。
第
一
は
、
国
の
環

境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
直
接
照
ら
し
、
地
方
の
人
民

代
表
大
会
が
地
方
の
法
律
実
施
細
則
あ
る
い
は
実
施
規
則
を
制
定
す
る

も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
一
部
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
、
と
り
わ
け

『
海
洋
環
境
保
護
法
』
、
『
漁
業
法
』
、
『
土
地
管
理
法
』
等
の
よ
う

な
自
然
資
源
管
理
立
法
（
７
）
は
、
い
ず
れ
も
、
省
級
の
地
方
人
民
代

表
大
会
常
務
委
員
会
は
法
律
規
定
に
基
づ
い
て
実
施
規
則
を
制
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
直
接
規
定
し
て
い
る
た
め
、
省
級
の
地
方
人
民
代
表

大
会
は
当
該
行
政
区
域
に
お
い
て
当
該
法
を
実
施
し
、
当
該
行
政
区
域

の
特
色
と
結
び
つ
け
て
、
国
の
法
律
よ
り
も
さ
ら
に
具
体
的
な
実
施
規

則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
は
、
省
級
の
地
方
政
府
が
、

『
汚
染
物
質
排
出
費
用
徴
収
臨
時
規
則
』
、
『
汚
染
源
管
理
特
定
基
金

有
償
使
用
臨
時
規
則
』
、
『
対
外
経
済
開
放
地
区
環
境
管
理
臨
時
規

定
』
等
の
国
務
院
に
よ
る
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
行
政
法
規
に
直

接
照
ら
し
、
実
施
規
則
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

三
に
、
国
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
に
お
い
て
、
い
ま
だ
地
方
が
実
施

規
則
を
制
定
で
き
る
か
否
か
に
関
す
る
明
文
規
定
が
な
い
法
律
に
対

し
、
地
方
と
し
て
は
、
地
方
の
人
民
代
表
大
会
が
地
方
性
法
規
を
制
定

す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
法
律
の
順
調
な
実
施
が
保
障
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
場
合
は
、
地
方
組
織
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
の

環
境
と
自
然
資
源
法
を
実
施
す
る
た
め
の
地
方
条
例
、
実
施
細
則
、
あ

る
い
は
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
『
海
南
省
環
境

保
護
条
例
』
、
『
太
湖
水
源
保
護
条
例
』
、
『
湖
北
省
環
境
保
護
条

例
』
等
が
あ
る
。

２
）
国
の
法
律
が
ま
だ
規
定
し
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
地
方

の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
す
る
。
我
が
国
の
社

会
主
義
法
制
建
設
は
、
な
お
建
設
お
よ
び
完
全
化
の
途
上
に
あ
り
、
国

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
本
来
制
定
す
べ
き
多
く
の
法
律
を
ま
だ

制
定
・
公
布
し
て
い
な
い
。
一
方
、
地
方
に
と
っ
て
は
、
国
が
ま
だ
立

法
し
て
い
な
い
領
域
が
、
ま
さ
に
当
該
行
政
区
域
が
急
い
で
必
要
と
し

て
い
る
も
の
〔
領
域
〕
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
に
対
し
地
方
が
、
地
方
組

織
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ
る
い
は

規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
国
が
環
境
騒
音
に
関

す
る
法
を
ま
だ
公
布
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
多
く
の
地
方
が
騒
音
規

制
に
焦
点
を
あ
て
て
地
方
性
の
環
境
騒
音
管
理
法
規
あ
る
い
は
規
則
を

制
定
し
た
（
８
）
。

３
）
地
方
の
特
色
が
あ
り
、
国
の
法
律
で
は
規
定
で
き
な
い
部
分

に
つ
い
て
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
す

る
。
我
が
国
の
各
地
の
自
然
状
況
と
自
然
資
源
の
分
布
は
一
様
で
は
な

い
た
め
、
国
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
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地
区
の
特
殊
な
環
境
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
地
方
は
、
地
方
組
織
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
ば
『
上
海
市
干
潟
管
理
臨
時
規
定
』
、
『
北
京
市
密

雲
貯
水
池
、
懐
柔
貯
水
池
、
お
よ
び
京
密
水
路
水
源
保
護
管
理
臨
時
規

則
』
、
『
松
花
江
水
系
保
護
臨
時
条
例
』
等
で
あ
る
。

４
）
全
国
人
民
代
表
大
会
が
授
権
し
た
立
法
権
を
有
す
る
一
部
の

経
済
特
区
は
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
の
授
権
に
直
接
基
づ

き
、
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
単
行
経
済
法
規
を
制
定
す
る
。

５
）
民
族
区
域
自
治
地
方
で
は
、
憲
法
と
地
方
組
織
法
の
規
定
に

直
接
基
づ
き
、
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
自
治
条
例
あ
る
い
は
単
行

条
例
を
制
定
す
る
。

６
）
地
方
の
人
民
政
府
は
、
法
に
基
づ
き
、
地
方
の
環
境
の
質
に

関
す
る
標
準
お
よ
び
汚
染
物
質
排
出
標
準
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
我
が
国
の
『
環
境
保
護
法
』
第
九
条
第
二
項
は
、
「
省
、
自
治

区
、
直
轄
市
の
人
民
政
府
は
、
国
が
ま
だ
環
境
の
質
に
関
す
る
標
準
を

規
定
し
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
、
地
方
の
環
境
の
質
に
関
す
る
標
準

を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
務
院
の
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
に
報

告
し
登
録
す
る
」
と
規
定
す
る
。
第
十
条
第
二
項
は
、
「
省
、
自
治

区
、
直
轄
市
の
人
民
政
府
は
、
国
が
ま
だ
汚
染
物
質
排
出
標
準
を
規
定

し
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
、
地
方
の
汚
染
物
質
排
出
標
準
を
制
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
国
が
す
で
に
汚
染
物
質
排
出
標
準
を
規
定
し
て
い

る
項
目
に
つ
い
て
は
、
国
の
汚
染
物
質
排
出
標
準
よ
り
も
厳
し
い
地
方

汚
染
物
質
排
出
標
準
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
の
汚
染
物
質

排
出
標
準
は
、
国
務
院
の
環
境
保
護
行
政
主
管
部
門
に
報
告
し
登
録
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
同
条
第
三
項
は
、
「
す

で
に
地
方
汚
染
物
質
排
出
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
排
出
さ
れ

る
汚
染
物
質
に
対
し
て
は
、
す
べ
て
地
方
汚
染
物
質
排
出
標
準
を
実
施

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

二

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
の
内
容
お
よ
び
そ

の
名
称

１
）
地
方
の
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
採
択
し
た
地

方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
を
内
容
に
よ
っ
て
整
理
す
る
と
、
そ
れ

ら
は
お
も
に
、
総
合
性
の
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
、
自
然
環
境

保
護
法
規
、
環
境
汚
染
防
除
法
規
、
お
よ
び
自
然
資
源
管
理
法
規
等
の

い
く
つ
か
の
大
き
な
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
総
合
性
の
環

境
と
自
然
資
源
法
規
が
多
い
。
た
と
え
ば
『
海
南
省
環
境
保
護
条

例
』
、
『
松
花
江
水
系
保
護
臨
時
条
例
』
、
『
哈
爾
濱
市
大
気
汚
染
防
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除
臨
時
条
例
』
、
『
湖
北
省
漁
業
管
理
実
施
規
則
』
等
で
あ
る
。

２
）
地
方
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
採
択
し
た
地
方

性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
の
名
称
に
は
、
一
般
に
、
「
『
×
×
×
省

（
自
治
区
、
直
轄
市
、
あ
る
い
は
市
等
）
×
×
×
条
例
』
」
あ
る
い
は

『
×
×
×
省
（
自
治
区
、
直
轄
市
、
あ
る
い
は
市
等
）
×
×
×
法
実
施

条
例
（
あ
る
い
は
細
則
）
』
と
い
う
形
式
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

『
海
南
省
環
境
保
護
条
例
』
、
『
四
川
省
環
境
保
護
条
例
』
、
『

西

省
水
資
源
管
理
条
例
』
、
『
北
京
市
〞
大
気
汚
染
防
除
法
〝
貫
徹
執
行

実
施
細
則
』
等
で
あ
る
。

３
）
地
方
政
府
が
制
定
・
公
布
す
る
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
規

則
の
お
も
な
類
型
お
よ
び
そ
の
名
称
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
地
方
人
民
政

府
が
制
定
す
る
規
則
の
数
は
比
較
的
多
く
、
各
地
で
実
践
さ
れ
て
い
る

も
の
は
お
も
に
当
該
地
区
の
地
方
立
法
の
実
際
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
主
た
る
内
容
に
は
、
環
境
と
自
然
資

源
の
保
護
管
理
行
政
に
関
す
る
各
領
域
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
お

り
、
名
称
も
多
種
多
様
で
あ
り
、
「
条
例
」
と
称
す
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
「
規
則
」
あ
る
い
は
「
規
定
」
と
称
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
も

今
の
と
こ
ろ
、
国
も
ま
だ
そ
れ
ら
の
名
称
と
型
に
つ
い
て
立
法
上
統
一

的
な
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。

た
と
え
ば
『
吉
林
省
環
境
騒
音
管
理
臨
時
条
例
』
、
『
江
西
省
森
林

伐
採
限
度
管
理
臨
時
規
則
』
、
『
上
海
市
浦
東
新
区
の
土
地
管
理
に
関

す
る
若
干
の
規
定
』
等
で
あ
る
。

三

地
方
が
立
法
に
際
し
地
方
性
法
規
と
規
則
を
区
別
す
る
方
法

目
下
の
と
こ
ろ
、
国
は
、
地
方
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会

お
よ
び
地
方
人
民
政
府
が
制
定
す
る
地
方
性
の
法
規
と
規
則
に
つ
い

て
、
〔
そ
れ
ら
の
〕
内
容
と
範
囲
を
如
何
に
区
別
す
る
か
に
関
し
、
法

律
上
ま
だ
何
ら
規
定
し
て
い
な
い
。
国
内
の
地
方
行
政
機
関
職
員
の
地

方
立
法
に
関
す
る
経
験
を
ま
と
め
た
も
の
に
照
ら
す
と
、
地
方
性
の
法

規
・
規
則
は
、
そ
の
内
容
上
の
区
別
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
お
お
む
ね

以
下
の
よ
う
な
四
つ
の
原
則
が
あ
る
（
９
）
。

第
一
は
、
立
法
上
の
根
拠
に
よ
り
区
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
を

根
拠
と
す
る
も
の
は
地
方
性
法
規
を
制
定
し
、
国
務
院
の
行
政
法
規
を

根
拠
と
す
る
も
の
は
地
方
政
府
の
規
則
を
制
定
す
る
。

第
二
は
、
地
方
立
法
が
調
整
す
る
社
会
関
係
に
よ
り
区
別
す
る
も
の

で
あ
り
、
司
法
活
動
に
お
よ
ぶ
も
の
は
地
方
性
法
規
を
制
定
し
、
行
政

管
理
関
係
を
調
整
す
る
も
の
は
地
方
政
府
の
規
則
を
制
定
す
る
。

第
三
は
、
国
の
法
律
が
規
定
す
る
公
民
の
基
本
的
権
利
義
務
関
係
に

お
よ
ぶ
か
否
か
に
よ
り
区
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
地
区
の
公
民
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の
、
国
の
法
律
が
規
定
す
る
基
本
的
権
利
・
義
務
の
内
容
、
お
よ
び
政

治
・
経
済
・
文
化
等
の
領
域
の
重
大
事
項
に
お
よ
ぶ
も
の
は
地
方
性
法

規
を
制
定
し
、
そ
の
他
の
事
項
は
地
方
政
府
の
規
則
を
制
定
す
る
。

第
四
は
、
国
の
法
律
あ
る
い
は
行
政
法
規
が
ま
だ
規
定
し
て
い
な
い

も
の
は
や
は
り
地
方
が
立
法
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら

出
発
し
、
国
の
法
律
と
行
政
法
規
が
ま
だ
規
定
し
て
お
ら
ず
、
地
方
が

新
た
な
実
体
上
の
権
利
と
義
務
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
地

方
性
法
規
を
制
定
す
る
。
し
ば
ら
く
の
間
条
件
が
整
わ
な
い
、
あ
る
い

は
経
験
不
足
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
急
い
で
規
範
す
る
必
要
が
あ
る
も

の
は
、
ま
ず
規
則
を
定
め
、
条
件
が
整
っ
た
の
ち
に
地
方
性
法
規
に
格

上
げ
す
る
。

四

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
等
の
名
称
使
用
上

の
区
分
方
法
に
つ
い
て

１
）
地
方
性
法
規
・
規
則
の
名
称
使
用
上
の
区
分
。
我
々
の
考
え

に
よ
る
と
、
国
は
い
ま
だ
に
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則
の
名
称
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
な
い
が
、
各
地
で
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制

定
す
る
際
、
当
該
法
規
あ
る
い
は
規
則
の
名
称
を
確
定
す
る
に
あ
た

り
、
お
お
よ
そ
一
種
の
慣
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
の
人
民
代
表

大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
採
択
す
る
地
方
性
法
規
に
は
、
一
般
に

「
条
例
」
の
名
称
が
冠
さ
れ
る
。
一
方
、
地
方
人
民
政
府
が
制
定
す
る

行
政
規
則
に
は
、
「
規
則
」
・
「
規
定
」
・
「
実
施
細
則
」
等
の
名
称

を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
）
地
方
政
府
の
行
政
規
則
と
行
政
措
置
お
よ
び
行
政
決
議
・
命

令
の
発
布
の
区
別
。
地
方
組
織
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
地
の
地
方
行

政
立
法
に
関
す
る
経
験
に
鑑
み
る
と
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
四
つ

の
標
準
に
照
ら
し
て
区
別
・
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
10
）
。

第
一
に
、
文
書
制
定
の
根
拠
か
ら
考
え
る
と
、
地
方
の
行
政
規
則

は
、
法
律
と
行
政
法
規
を
根
拠
と
し
て
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
行
政
措
置
の
規
定
、
決
議
あ
る
い
は
命
令
等
の
発
布
に
、
法

律
・
法
規
の
根
拠
は
必
要
な
い
。

第
二
に
、
文
書
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
地
方
の
行
政
規
則
の
内
容

は
、
普
遍
的
な
事
項
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
え
て
処
罰
条
項
を

規
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
、
行
政
措
置
と
決
議
・
命
令
等
は
、

通
常
、
特
定
の
人
物
あ
る
い
は
事
項
に
つ
い
て
の
み
規
定
し
、
処
罰
条

項
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
11
）
。

第
三
に
、
文
書
の
表
面
的
な
構
成
形
式
か
ら
考
え
る
と
、
規
則
の
名

称
は
規
範
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
一
般
的
に
は

「
規
定
」
、
「
規
則
〔

法
〕
」
、
「
実
施
細
則
」
等
を
用
い
る
。
さ
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ら
に
規
則
本
文
に
も
、
条
文
構
成
（
た
と
え
ば
総
則
、
分
則
、
附
則
、

お
よ
び
章
、
節
、
条
、
款
、
項
、
目
等
に
分
か
れ
る
）
の
形
式
が
み
ら

れ
、
用
語
の
用
い
方
に
も
規
範
性
が
あ
る
（
通
常
い
わ
ゆ
る
「
法
言
法

語
」
と
い
う
）
。
一
方
、
行
政
措
置
あ
る
い
は
決
議
・
命
令
等
は
、
名

称
に
関
す
る
厳
格
で
規
範
的
な
要
求
は
な
い
も
の
の
、
一
般
的
に
は

「
規
定
」
、
「
規
則
〔

法
〕
」
等
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
は
で
き

ず
、
し
か
も
本
文
の
構
成
に
も
条
文
構
成
の
形
式
は
み
ら
れ
ず
、
〔
他

の
事
柄
に
は
触
れ
ず
に
〕
そ
の
事
柄
だ
け
を
論
じ
る
。

第
四
に
、
文
書
の
発
布
形
式
か
ら
考
え
る
と
、
規
則
は
一
般
に
政
府

令
の
形
式
に
よ
り
、
地
方
人
民
政
府
が
公
開
発
布
す
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
行
政
首
長
の
署
名
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
行
政
措
置

あ
る
い
は
決
議
・
命
令
等
は
、
普
通
の
公
文
処
理
手
続
に
基
づ
き
、
文

書
形
式
で
下
達
す
る
。

第
三
節

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
と
国
の
法
律
・

法
規
と
の
関
係
お
よ
び
そ
の
効
力
の
問
題

一

地
方
性
の
法
規
・
規
則
と
国
の
法
律
・
法
規
と
の
関
係

我
が
国
の
地
方
立
法
は
、
国
の
法
律
・
法
規
に
対
す
る
重
要
な
補

足
・
執
行
で
あ
り
、
国
の
立
法
権
限
体
制
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
す
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
現
行
立
法
体
制
に
は
、
中
央
集
中
統
一

的
な
指
導
、
多
く
の
等
級
の
併
存
、
多
く
の
種
類
が
結
合
し
た
立
法
体

制
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
た
め
（
12
）
、
地
方
の
法
規
・
規
則
と
国
の

法
律
・
法
規
と
の
関
係
は
、
総
じ
て
い
う
と
、
一
種
の
従
属
関
係
で
あ

る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

国
の
立
法
権
と
地
方
の
立
法
権
の
関
係
に
お
い
て
は
、
国
の
立
法
権

が
地
方
の
立
法
権
に
対
し
支
配
・
制
御
機
能
を
有
し
て
お
り
、
地
方
の

立
法
権
は
国
の
立
法
権
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
方
の
立
法

は
、
国
の
立
法
機
関
に
報
告
し
登
録
す
る
、
あ
る
い
は
〔
そ
の
〕
承
認

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
国
の
立
法
機
関
は
取
消
権

を
有
し
、
あ
る
い
は
地
方
立
法
は
手
続
が
違
憲
と
さ
れ
無
効
に
な
る
。

国
の
立
法
権
と
地
方
の
行
政
立
法
権
の
関
係
に
お
い
て
も
、
国
の
立

法
権
が
、
同
様
に
、
主
導
・
支
配
的
地
位
に
あ
る
。
地
方
の
行
政
立
法

権
は
、
国
の
立
法
権
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
方
の
行
政
立

法
権
を
有
す
る
地
方
政
府
は
、
地
方
の
行
政
規
則
し
か
制
定
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
地
方
行
政
立
法
を
行
う
こ
と
（
地
方
性
法
規
の
制
定
活

動
）
は
で
き
な
い
。

我
が
国
の
地
方
立
法
権
と
地
方
行
政
立
法
権
の
関
係
に
お
い
て
は
、

我
が
国
で
は
国
務
院
の
み
が
行
政
法
規
の
制
定
権
を
有
す
る
た
め
、
地
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方
立
法
権
と
地
方
行
政
立
法
権
の
間
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
は
存
在
し

な
い
。
し
か
し
、
地
方
立
法
権
と
国
務
院
の
行
政
立
法
権
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
主
と
し
て
従
属
関
係
で
あ
り
、
地
方
が
地
方
立
法
権
を
行
使

し
て
地
方
性
法
規
を
制
定
す
る
際
は
、
国
務
院
が
行
政
立
法
権
を
行
使

し
て
制
定
す
る
行
政
法
規
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
こ

れ
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
民
族
自
治
地
方
の
地
方
立
法
権

は
、
国
務
院
の
行
政
立
法
権
と
比
較
す
る
と
、
従
属
関
係
は
あ
る
も
の

の
、
一
定
の
独
立
性
を
も
備
え
て
い
る
と
い
え
る
（
13
）
。

二

地
方
性
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
・
規
則
の
効
力
の
問
題
に

つ
い
て

上
述
の
地
方
性
法
規
・
規
則
と
国
の
法
律
・
法
規
と
の
関
係
に
関
す

る
論
述
か
ら
、
我
々
は
、
我
が
国
に
お
け
る
国
の
立
法
権
と
地
方
立
法

権
は
、
全
体
と
し
て
は
あ
る
種
の
、
地
方
が
国
に
従
属
す
る
関
係
を
呈

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
地
方
性
法
規
・
規
則
の
適
用
上
の
効
力

に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
法
律
適

用
の
効
力
の
原
理
に
基
づ
く
と
、
地
方
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
地
方
で

は
、
地
方
法
優
先
適
用
（
地
方
法
優
先
）
の
原
則
に
照
ら
し
て
適
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
下
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
同

じ
で
は
な
く
、
別
途
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
）
国
務
院
の
各
部
門
が
制
定
す
る
部
門
規
則
と
地
方
政
府
規
則

と
の
間
の
効
力
関
係
。
我
が
国
の
『
国
務
院
組
織
法
』
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
く
と
、
「
法
律
と
国
務
院
の
決
定
に
基
づ
き
、
主
管
部
・
委
員

会
は
、
当
該
部
門
の
権
限
内
に
お
い
て
、
命
令
、
指
示
、
お
よ
び
規
則

を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
一
方
、
我
が
国
の
憲
法
と
地
方
組
織

法
は
、
一
部
の
地
方
政
府
が
規
則
を
制
定
で
き
る
と
規
定
す
る
の
み

で
、
国
務
院
の
各
部
門
が
制
定
す
る
部
門
規
則
や
地
方
政
府
規
則
の
効

力
問
題
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
実
践
に
お
い
て

は
、
地
方
法
優
先
の
原
則
に
照
ら
し
、
地
方
政
府
規
則
の
効
力
が
、
国

務
院
各
部
門
の
規
則
よ
り
も
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
地
方

政
府
の
行
政
権
は
中
央
政
府
の
行
政
権
に
し
た
が
う
と
い
う
意
味
か
ら

い
う
と
、
国
務
院
の
各
部
門
の
規
則
の
効
力
は
、
地
方
政
府
規
則
よ
り

も
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
国
務
院
の
各
部
門
の
規
則

と
地
方
政
府
規
則
が
衝
突
す
る
場
合
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ

て
執
行
す
る
の
か
。

我
が
国
の
『
行
政
訴
訟
法
』
第
五
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
と
、
「
人

民
法
院
が
、
地
方
人
民
政
府
が
制
定
・
発
布
し
た
規
則
と
国
務
院
の

部
・
委
員
会
が
制
定
・
発
布
し
た
規
則
が
一
致
し
な
い
、
お
よ
び
国
務

院
の
部
・
委
員
会
が
制
定
・
発
布
し
た
規
則
の
間
に
不
一
致
が
あ
る
、
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と
認
め
た
と
き
は
、
最
高
人
民
法
院
か
ら
国
務
院
に
送
致
し
、
〔
国
務

院
に
よ
る
〕
解
釈
あ
る
い
は
裁
決
を
求
め
る
。
」
こ
の
た
め
、
我
々

は
、
国
務
院
の
各
部
門
が
制
定
す
る
部
門
規
則
と
地
方
政
府
規
則
が
衝

突
す
る
場
合
は
、
国
務
院
の
み
が
い
ず
れ
の
効
力
を
優
先
さ
せ
る
か
を

決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
、
と
考
え
る
。

２
）
地
方
行
政
規
則
の
内
部
に
お
い
て
、
省
級
人
民
政
府
が
制
定

す
る
規
則
と
、
省
級
人
民
政
府
所
在
地
の
市
お
よ
び
国
務
院
の
承
認
を

経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
政
府
が
制
定
す
る
規
則
と
の
間
の
効
力

関
係
。

憲
法
と
地
方
組
織
法
の
地
方
行
政
権
限
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
く

と
、
一
般
的
に
は
、
上
級
人
民
政
府
は
下
級
人
民
政
府
が
制
定
し
た
不

適
当
な
決
定
・
命
令
を
取
消
す
あ
る
い
は
変
更
す
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
の
た
め
、
省
級
人
民
政
府
が
制
定
す
る
規
則
は
、
そ
の
効
力
に
お
い

て
、
省
級
人
民
政
府
所
在
地
の
市
お
よ
び
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較

的
大
き
な
市
の
人
民
政
府
が
制
定
す
る
規
則
よ
り
も
強
く
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
我
が
国
に
は
い
ま
だ
に
、
規
則
制
定
権
を
有
す
る

市
級
の
人
民
政
府
の
な
か
に
、
国
務
院
の
承
認
を
経
て
省
級
人
民
政
府

の
経
済
管
理
権
を
有
す
る
計
画
単
列
市
（
訳
注
２
）
が
存
在
す
る
。
こ

の
た
め
、
計
画
単
列
市
の
市
政
府
が
制
定
す
る
経
済
管
理
に
関
す
る
規

則
と
省
級
政
府
が
制
定
す
る
規
則
は
、
同
等
の
効
力
を
有
す
る
べ
き
で

あ
る
ら
し
い
、
と
考
え
る
者
も
い
る
（
14
）
。

現
実
の
環
境
と
自
然
資
源
に
関
す
る
行
政
管
理
活
動
に
お
い
て
は
、

ま
だ
多
く
の
地
方
部
門
規
則
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
省
級
、
市

級
、
あ
る
い
は
県
級
政
府
の
環
境
と
自
然
資
源
の
保
護
管
理
行
政
主
管

部
門
が
制
定
す
る
部
門
規
則
が
、
ま
さ
に
こ
の
類
に
属
す
る
。
我
々

は
、
我
が
国
の
立
法
権
限
体
制
に
関
す
る
規
定
に
厳
密
に
照
ら
す
と
、

そ
れ
ら
は
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則
に
は
属
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
部
門

規
則
は
、
そ
れ
を
制
定
し
た
機
関
お
よ
び
そ
の
下
級
行
政
機
関
の
具
体

的
な
行
政
行
為
に
対
し
て
の
み
指
導
的
効
力
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、
当

該
規
則
制
定
機
関
以
外
の
人
物
あ
る
い
は
事
柄
に
対
し
て
は
効
力
を
有

し
な
い
、
と
考
え
る
。

第
四
章

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
原
則

第
一
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
が
し
た
が
う
べ
き
基
本
原

則

地
方
立
法
は
、
国
の
立
法
と
同
様
に
、
ま
ず
国
の
立
法
が
し
た
が
う

べ
き
全
般
的
な
指
導
思
想
と
共
通
の
基
本
原
則
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
全
般
的
な
指
導
思
想
の
面
で
は
、
マ
ル
ク
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ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
、
毛
沢
東
思
想
、
お
よ
び
鄧
小
平
に
よ
る
中
国
の

特
色
あ
る
社
会
主
義
を
建
設
す
る
こ
と
に
関
す
る
理
論
、
お
よ
び
社
会

主
義
原
則
、
民
主
と
集
中
を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
原
則
、
実
際
か
ら
出

発
す
る
こ
と
と
理
論
指
導
の
強
化
を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
原
則
、
原
則

性
と
融
通
性
を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
原
則
、
安
定
性
と
適
時
廃
止
・
訂

正
・
制
定
を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
原
則
等
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
同
時
に
、
国
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
指
導
思
想
、
立
法
目

的
、
お
よ
び
そ
の
基
本
原
則
に
も
し
た
が
い
、
こ
れ
ら
を
体
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
国
の
現
行
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法

を
指
導
す
る
持
続
可
能
な
発
展
の
思
想
、
中
国
の
環
境
と
自
然
資
源
立

法
が
採
用
し
て
い
る
環
境
保
護
と
社
会
・
経
済
発
展
を
相
互
に
調
和
さ

せ
る
原
則
、
予
防
を
主
と
し
、
予
防
と
除
去
を
結
合
さ
せ
、
環
境
を
総

合
的
に
管
理
す
る
原
則
、
自
然
資
源
を
合
理
的
に
開
発
し
利
用
す
る
原

則
、
開
発
者
が
保
護
し
汚
染
者
が
管
理
す
る
原
則
、
協
同
協
力
し
て
環

境
を
保
護
す
る
原
則
、
お
よ
び
公
衆
参
加
の
原
則
等
で
あ
る
。
こ
う
し

た
基
礎
の
う
え
に
、
地
方
の
特
色
と
実
際
を
結
び
つ
け
、
地
方
に
と
り

適
切
で
実
行
に
移
し
得
る
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
法
規
あ
る
い
は
規

則
を
制
定
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
地
方
が
環
境
と
資
源
保
護
立
法
を
進
め
る
に
あ
た
り
、

貫
く
べ
き
地
方
性
の
立
法
原
則
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
そ
れ

に
は
お
も
に
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
側
面
が
あ
る
と
考
え
る
。

一

環
境
資
源
行
政
管
理
に
お
け
る
地
方
の
必
要
性
・
専
門
性
を

考
慮
す
る
の
み
な
ら
ず
、
環
境
管
理
に
お
け
る
民
主
性
と
公

衆
参
加
も
十
分
に
体
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

目
下
の
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
国
〔
レ
ベ
ル
〕
の
環
境
資
源
立
法
に
お

け
る
も
っ
と
も
大
き
な
不
備
の
ひ
と
つ
は
、
国
の
立
法
機
関
か
ら
委
託

を
受
け
国
の
行
政
管
理
機
関
が
起
草
・
制
定
し
た
環
境
資
源
法
の
草
案

に
基
づ
く
環
境
資
源
立
法
が
、
環
境
資
源
行
政
管
理
部
門
自
身
の
利
益

の
み
を
強
調
し
、
環
境
資
源
に
関
す
る
当
該
部
門
の
行
政
管
理
権
限
を

こ
と
さ
ら
強
調
し
、
環
境
資
源
の
公
共
利
益
、
と
り
わ
け
公
民
の
環
境

利
益
を
軽
視
す
る
問
題
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
国

の
環
境
資
源
立
法
に
お
い
て
公
衆
参
加
が
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
環

境
資
源
管
理
に
お
け
る
地
位
や
機
能
と
い
う
点
で
、
直
接
的
な
影
響
を

も
た
ら
す
。
た
と
え
規
定
が
あ
ろ
う
と
も
（
た
と
え
ば
『
環
境
保
護

法
』
等
の
法
律
に
は
公
民
の
告
発
権
と
告
訴
権
に
関
す
る
規
定
が
あ

る
）
、
そ
れ
は
空
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
告
発
・
告
訴
し

て
も
、
〔
そ
れ
に
〕
迅
速
に
対
応
す
る
か
否
か
の
決
定
権
は
、
依
然
と

し
て
環
境
資
源
行
政
管
理
機
関
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
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我
が
国
に
は
、
行
政
手
続
立
法
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
環
境
資
源
に
関

す
る
も
め
ご
と
が
発
生
し
て
も
、
多
く
の
場
合
は
、
事
実
上
、
行
政
管

理
機
関
が
真
に
厳
格
に
法
律
規
定
に
照
ら
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
は
決

し
て
な
く
、
公
民
の
環
境
利
益
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
い
う
発
想
も
な
く
、
か
つ
言
う
べ
き
法
定
の
行
政
手
続
も
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
環
境
資
源
機
関
に
と
り
、
あ
つ
か
お
う
と
あ
つ
か

う
ま
い
と
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
「
行
政
の
自
由
裁
量
権
」
の
範
囲
内

に
あ
る
も
め
ご
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
決
し
て
公
民
の
利
益
保
護
を
目

標
に
か
か
げ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
公
民
の
環
境
利
益
と
社

会
の
経
済
利
益
が
相
互
に
衝
突
す
る
際
に
、
よ
り
際
立
っ
て
み
え
る
。

そ
の
た
め
、
公
民
の
告
発
あ
る
い
は
告
訴
は
失
敗
に
終
わ
る
の
で
あ

る
。現

在
の
条
件
の
も
と
で
、
他
の
政
府
の
行
政
管
理
領
域
に
お
い
て
公

衆
参
加
を
過
度
に
強
調
す
べ
き
で
な
い
理
由
が
「
中
国
の
国
情
に
あ

る
」
、
あ
る
い
は
「
機
が
熟
し
て
い
な
い
〔
か
ら
で
あ
る
〕
」
と
す
る

な
ら
ば
、
環
境
資
源
保
護
管
理
の
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
口
実

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
環
境
と
資
源
保
護
の
直
接
的

な
受
益
者
は
広
範
な
公
民
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、
国

の
環
境
資
源
立
法
が
、
そ
の
指
導
思
想
上
、
我
が
国
の
公
民
全
体
の
教

養
が
低
い
こ
と
に
鑑
み
、
公
衆
参
加
を
過
度
に
強
調
す
る
と
一
定
の
条

件
の
も
と
で
社
会
の
不
安
定
要
素
を
増
加
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
立
法
上
〔
公
衆
参
加
を
〕
強
調
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
（
15
）
、
地

方
の
環
境
資
源
立
法
の
際
は
、
国
の
法
律
・
法
規
の
規
定
に
違
反
し
な

い
と
の
条
件
の
も
と
で
、
公
衆
参
加
の
実
体
と
手
続
に
関
す
る
規
定
を

適
切
に
重
視
し
、
国
の
法
律
規
定
を
確
実
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
我
が
国
の
『
水
汚
染
防
除
法
』
第
五
条
第
一
項
は
、

「
す
べ
て
の
単
位
と
個
人
は
、
水
環
境
を
保
護
す
る
責
を
負
う
と
と
も

に
、
水
環
境
に
対
す
る
汚
染
損
害
行
為
を
監
督
・
告
発
す
る
権
利
を
有

す
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
た
め
地
方
は
、
環
境
と
自
然
資
源
立
法
を

行
う
際
、
公
衆
が
水
環
境
の
監
督
に
参
加
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
こ

れ
〔
当
該
規
定
〕
に
求
め
、
か
つ
こ
の
実
体
的
権
利
と
こ
の
権
力
を
具

体
的
に
行
使
す
る
た
め
の
手
続
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
し

か
し
〕
残
念
な
こ
と
に
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
地
方
性
規
定
は

き
わ
め
て
少
な
く
、
公
民
も
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
新
た

に
公
布
・
実
施
さ
れ
て
い
る
『
水
汚
染
防
除
法
』
第
十
三
条
、
『
環
境

騒
音
汚
染
防
除
法
』
第
十
三
条
は
、
い
ず
れ
も
環
境
影
響
評
価
に
つ
い

て
、
た
と
え
ば
「
環
境
影
響
評
価
書
に
は
、
当
該
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

所
在
地
の
単
位
と
住
民
の
意
見
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

手
続
条
項
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
条
項
は
、
実
質
上
、
国
の
環

境
と
自
然
資
源
立
法
が
環
境
管
理
へ
の
公
衆
参
加
を
次
第
に
強
調
し
つ
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つ
あ
る
こ
と
を
示
す
し
る
し
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
地
方
は
、
地
方

性
法
規
を
制
定
す
る
際
、
そ
れ
〔
公
衆
参
加
〕
に
関
す
る
さ
ら
な
る
具

体
的
な
規
定
を
作
り
出
す
こ
と
が
、
完
全
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

二

国
の
法
制
の
統
一
を
保
つ
の
み
な
ら
ず
、
原
則
性
と
融
通
性

を
相
互
に
結
合
さ
せ
る
と
い
う
基
礎
の
う
え
に
、
地
方
の
環

境
資
源
立
法
の
融
通
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
法
制
」
と
は
、
「
法
治
」
と
異
な
り
、
我
が
国
の
現
行
の
社
会
主

義
の
法
律
と
制
度
、
お
よ
び
法
律
と
制
度
を
通
じ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
法
律
秩
序
を
指
す
。
一
方
「
法
治
」
と
は
、
法
に
照
ら
し
て
国
を

治
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
国
あ
る
い
は
政
府
お
よ
び
単
位
あ
る
い
は
公

民
等
の
一
切
の
権
利
と
義
務
は
、
す
べ
て
法
律
に
よ
り
確
定
し
、
法
律

を
通
じ
て
国
を
統
治
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

国
の
法
制
の
統
一
を
保
つ
こ
と
は
、
お
も
に
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ

か
の
領
域
に
あ
ら
わ
れ
る
。

第
一
は
、
立
法
権
の
統
一
で
あ
る
。
全
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
国
の

立
法
機
関
（
全
国
人
民
代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
）
は
、
国
の
憲

法
と
法
律
の
制
定
権
を
有
し
、
国
務
院
は
行
政
法
規
を
制
定
す
る
立
法

権
を
有
し
、
地
方
は
法
に
照
ら
し
て
地
方
性
法
規
を
制
定
す
る
権
力
を

有
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。

第
二
に
、
法
律
の
効
力
の
大
小
は
、
一
方
向
に
向
か
う
順
序
に
な
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
実
際
に
は
、
立
法
権
の
統
一
を
具

体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
立
法
権
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
結

果
は
、
規
範
性
を
有
す
る
法
律
文
書
間
の
法
的
効
力
の
大
小
が
一
方
向

に
向
か
う
順
序
と
な
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
効
力
の
大
小
の
順
序

は
、
順
次
、
憲
法
が
最
高
の
法
的
効
力
を
有
し
、
つ
ぎ
が
法
律
の
効

力
、
そ
の
つ
ぎ
が
行
政
法
規
、
さ
ら
に
そ
の
つ
ぎ
が
部
門
規
則
と
地
方

性
法
規
あ
る
い
は
規
則
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
は
、
法
制
を
統
一
さ
せ
た
う
え
で
、
立
法
の
融
通
性
を
強
調
す

る
こ
と
で
あ
る
。
法
制
の
統
一
は
、
か
な
ら
ず
し
も
立
法
の
絶
対
的
な

一
致
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
立
法
時
に
地
方
の
特
色
を

注
意
・
考
慮
し
、
統
一
原
則
を
損
な
わ
な
い
〔
範
囲
で
〕
融
通
性
・
多

様
性
を
取
り
入
れ
れ
ば
、
実
際
に
は
法
制
の
統
一
を
促
進
し
保
障
す
る

こ
と
に
な
る
（
16
）
。

目
下
の
と
こ
ろ
、
立
法
の
融
通
性
は
、
お
も
に
地
方
の
立
法
権
の
拡

大
に
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
多
く
の
地
方
の
環
境
資
源
立
法
を
み
る
と
、

そ
の
お
も
な
規
定
の
多
く
が
国
の
立
法
と
重
複
し
て
お
り
、
国
の
法
律

の
規
定
を
地
方
立
法
も
そ
の
ま
ま
同
様
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
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地
方
立
法
が
本
来
有
す
べ
き
意
義
と
機
能
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
我
々

は
、
国
の
法
制
の
統
一
を
保
つ
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
す
べ
て
の

地
方
立
法
に
国
の
法
律
規
定
と
同
じ
顔
つ
き
を
さ
せ
、
国
の
法
律
が
す

で
に
明
確
に
規
定
し
て
い
る
内
容
を
重
ね
て
規
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
〔
地
方
立
法
は
〕
、

地
方
の
環
境
と
資
源
の
状
況
や
環
境
問
題
の
特
徴
に
基
づ
き
、
あ
る
い

は
当
該
地
方
の
実
際
と
結
び
つ
け
て
、
国
の
環
境
と
資
源
に
関
す
る
法

律
の
規
定
を
具
体
化
し
、
あ
る
い
は
当
該
地
方
に
配
慮
し
た
地
方
性
の

環
境
資
源
行
政
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
的
を
し
ぼ
っ
て
的
確
に
制
定
す

る
よ
う
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

三

地
方
の
環
境
資
源
保
護
管
理
の
実
際
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を

堅
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
の
立
法
と
そ
の
他
の
地
方
立
法

と
の
関
係
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

地
方
が
環
境
と
資
源
立
法
を
行
う
際
は
、
地
方
の
環
境
資
源
保
護
管

理
に
お
い
て
実
際
に
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
堅

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
地
方
立
法
の
融
通
性
は
国
の
立
法
の
統

一
性
原
則
に
し
た
が
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
統
一
性
に
違
反
し
な
い
と

の
前
提
の
も
と
で
、
統
一
性
の
実
現
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
行
為

ま
た
は
事
柄
に
つ
い
て
、
先
に
地
方
の
環
境
資
源
立
法
が
規
定
し
、
の

ち
に
国
の
環
境
資
源
立
法
が
規
定
し
た
と
し
て
、
そ
の
条
項
の
規
定

上
、
国
の
立
法
と
地
方
立
法
が
相
互
に
矛
盾
す
る
場
合
、
地
方
性
の
環

境
資
源
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
改
正
し
、
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則

が
国
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
各
地
が
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則
の
草
案
を
起
草
す

る
際
は
、
国
の
法
律
と
の
関
係
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

加
え
、
隣
接
地
方
の
環
境
資
源
立
法
と
の
関
係
に
も
配
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
地
方
の
環
境
資
源
立
法
は
一
定
の
地
方
立
法
計
画
に
照
ら
し
て

す
す
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
の
環
境
資
源
立
法
を
当
該
地

方
の
実
際
上
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
は
、
地

方
に
よ
る
、
関
連
す
る
社
会
・
経
済
発
展
政
策
に
対
す
る
一
種
の
公
示

で
も
あ
る
。
規
範
性
を
有
す
る
法
律
文
書
に
は
指
導
・
教
育
的
機
能
が

あ
る
た
め
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
影
響
は
当
該
地
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
隣

接
地
方
に
も
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
た
と
え
ば
、
各
地
方
は

社
会
・
経
済
発
展
の
程
度
が
異
な
り
、
各
地
方
に
よ
る
社
会
・
経
済
政

策
の
制
定
・
実
施
に
お
い
て
も
差
異
が
あ
る
た
め
、
環
境
と
資
源
の
保

護
管
理
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
情
勢
と
な
ろ
う
。
環
境
の
状
況
が
比
較
的

良
好
、
あ
る
い
は
自
然
資
源
が
比
較
的
豊
富
な
地
方
は
、
お
そ
ら
く
環
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境
資
源
政
策
を
や
や
ゆ
っ
た
り
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
環
境

の
状
況
が
劣
る
、
あ
る
い
は
自
然
資
源
に
乏
し
い
地
方
は
、
環
境
資
源

政
策
を
や
や
厳
格
に
捉
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
実
際
状
況
は
、
す

べ
て
環
境
資
源
立
法
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
各
地
方

の
環
境
変
化
を
反
映
し
た
地
方
性
法
規
あ
る
い
は
規
則
の
根
源
と
な

る
。
環
境
資
源
は
分
割
で
き
ず
、
行
政
区
画
を
跨
ぐ
特
徴
を
有
す
る
こ

と
か
ら
、
あ
る
地
方
で
環
境
保
護
規
制
措
置
を
実
施
す
る
と
、
お
そ
ら

く
他
の
地
方
の
環
境
の
質
に
影
響
を
与
え
う
る
。
た
と
え
ば
、
河
川
上

流
地
方
の
環
境
政
策
は
、
下
流
地
方
の
環
境
に
積
極
的
あ
る
い
は
消
極

的
な
影
響
を
与
え
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
の
社
会
経
済
政
策
あ
る

い
は
環
境
資
源
開
発
政
策
を
策
定
し
、
あ
る
い
は
立
法
活
動
を
す
る
際

は
、
常
に
隣
接
地
方
の
環
境
資
源
状
況
と
、
そ
れ
ら
〔
の
政
策
や
立

法
〕
が
隣
接
地
方
の
人
々
に
も
た
ら
す
利
益
を
考
慮
・
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

四

環
境
保
護
に
よ
り
損
害
を
被
る
地
域
に
対
す
る
補
償
措
置
を

定
め
、
も
っ
て
社
会
発
展
が
も
た
ら
す
利
益
の
平
衡
を
保
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

各
地
の
地
方
の
社
会
経
済
発
展
計
画
お
よ
び
都
市
あ
る
い
は
農
村
計

画
に
は
、
い
ず
れ
も
環
境
保
護
に
関
す
る
章
が
規
定
さ
れ
、
工
業
発
展

と
環
境
保
護
に
つ
い
て
の
全
体
計
画
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は

人
々
が
比
較
的
集
中
す
る
区
域
の
生
活
環
境
の
質
を
保
護
す
る
た
め
、

あ
る
い
は
水
供
給
に
対
す
る
需
要
に
応
じ
る
た
め
、
当
該
地
方
の
一
地

区
を
工
業
企
業
集
中
地
域
あ
る
い
は
生
活
用
水
水
源
保
護
区
域
と
し
て

開
発
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
お
そ
ら
く
つ
ぎ
の
よ
う
な
状

態
が
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
地
域
を
工
業
企
業
集

中
区
域
に
す
る
と
、
汚
染
物
を
集
中
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
が
、
汚
染
物
の
総
量
が
増
加
す
る
た
め
、
当
該
地
域
の
環
境
の
質
が

相
対
的
に
低
下
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
都
市
の
生

活
用
水
を
保
障
す
る
た
め
、
水
を
供
給
す
る
水
源
地
の
環
境
を
保
護
す

る
と
、
当
該
地
域
で
は
そ
の
地
域
の
工
業
産
業
経
済
の
発
展
を
十
分
に

考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
当
該
地
域
の
発
展
が
そ
の
他
の
地

域
に
比
べ
相
対
的
に
た
ち
遅
れ
る
結
果
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場

合
、
地
方
立
法
は
、
こ
う
し
た
地
域
に
対
し
経
済
補
償
制
度
を
つ
く
る

こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
は
法
律
の
公
平
原
則
に

合
致
す
る
。

こ
れ
と
似
た
現
象
が
行
政
区
画
を
跨
い
で
発
生
す
る
場
合
も
、
公
平

の
原
則
に
基
づ
き
、
利
益
を
受
け
る
地
方
か
ら
、
受
益
者
の
利
益
の
た

め
に
損
害
を
被
る
そ
の
他
の
地
方
へ
、
補
償
を
す
べ
き
で
あ
る
。
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五

地
方
立
法
の
安
定
性
を
堅
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
方
の
環

境
資
源
立
法
の
「
廃
止
・
改
正
・
制
定
」
に
も
注
意
し
こ
れ

を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

法
律
が
相
対
的
安
定
性
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
立

法
に
お
け
る
重
要
原
則
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
地
方
立
法
も
例
外
で
は
な

い
。
し
か
し
、
科
学
技
術
が
発
展
し
人
類
の
自
然
に
対
す
る
認
識
が
絶

え
ず
深
ま
り
、
社
会
が
絶
え
間
な
く
発
展
し
、
国
の
法
律
が
絶
え
間
な

く
更
新
さ
れ
、
公
民
の
環
境
意
識
と
法
律
意
識
が
絶
え
間
な
く
向
上

し
、
各
地
方
の
環
境
の
質
と
資
源
状
況
が
社
会
経
済
の
発
展
に
よ
り
変

化
し
、
政
府
の
管
理
部
門
に
よ
る
法
律
執
行
の
手
段
・
水
準
が
絶
え
間

な
く
向
上
す
る
な
ど
に
つ
れ
、
過
去
に
制
定
さ
れ
た
地
方
性
法
規
あ
る

い
は
規
則
は
、
法
律
上
の
根
拠
、
法
律
が
規
範
す
る
内
容
、
規
制
の
対

象
と
方
法
、
法
律
関
係
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
新
た
に
変
化
す
る
こ
と

に
な
り
、
地
方
は
、
国
の
政
治
・
経
済
お
よ
び
社
会
の
発
展
と
進
歩
に

基
づ
き
、
社
会
主
義
の
法
治
水
準
を
絶
え
ず
高
め
る
と
の
条
件
の
も
と

で
、
地
方
の
環
境
資
源
立
法
の
「
廃
止
・
改
正
・
制
定
」
活
動
を
絶
え

間
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
地
方
の
環
境
資

源
法
の
体
系
が
完
備
さ
れ
、
完
全
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
節

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
を
具
体
的
に
取
り
あ
つ
か

う
際
に
注
意
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題

一

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
は
、
当
該
地
区
の
実
際
か
ら

出
発
し
、
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
科
学
性
と
取
り

あ
つ
か
い
可
能
性
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る

地
方
の
立
法
体
系
を
完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
人
為
的
に
「
必

要
な
も
の
は
す
べ
て
完
備
し
て
い
る
」
式
の
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源

立
法
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
が
、

地
方
の
環
境
資
源
立
法
の
取
り
あ
つ
か
い
可
能
性
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
。
国
の
環
境
資
源
立
法
の
取
り
あ
つ
か
い
可
能
性
が
優
れ
て
い
な
い

と
い
う
現
状
は
、
我
々
公
認
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
が
新

た
な
法
律
・
法
規
を
制
定
す
る
際
、
全
面
的
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
地
方
に
と
っ
て
い
え
ば
、
地
方
の
立
法
権
限
を
十
分

に
活
用
し
、
そ
う
し
た
取
り
あ
つ
か
い
不
能
な
原
則
的
規
範
の
具
体
的

規
定
を
、
取
り
あ
つ
か
い
可
能
な
地
方
性
規
範
に
す
べ
き
で
あ
り
、
こ

れ
が
、
地
方
が
環
境
資
源
立
法
を
行
う
際
に
注
意
す
べ
き
問
題
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
地
方
が
、
地
方
の
環
境
資
源
立
法
体
系
を
形
式
上
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完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
、
国
の
環
境
資
源
法
律
体
系
の
枠
組
み
構
造

に
照
ら
し
、
そ
の
地
方
で
も
一
連
の
地
方
性
の
環
境
資
源
法
規
あ
る
い

は
規
則
を
制
定
し
て
き
た
。
表
面
的
に
は
環
境
資
源
法
律
・
法
規
の
規

定
が
上
か
ら
下
ま
で
非
常
に
整
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
は
、

立
法
の
真
の
目
的
と
効
果
を
ま
っ
た
く
達
成
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
地
方
が
環
境
資
源
立
法
を
行
う
に
あ
た
り
、
も
っ
と
も
重
要
な
点

は
、
立
法
計
画
を
た
て
る
時
に
、
立
法
目
的
と
立
法
形
式
を
明
確
に
す

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
、
必
要
な
も
の
を
す
べ
て
完
備

さ
せ
た
、
完
全
な
る
地
方
の
環
境
資
源
立
法
体
系
を
作
り
上
げ
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
よ
う
な
立
法
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

地
方
性
の
環
境
資
源
法
規
あ
る
い
は
規
則
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
条

例
形
式
で
も
良
い
し
、
的
を
し
ぼ
っ
た
実
施
規
則
あ
る
い
は
規
定
の
形

式
で
も
良
い
。
一
般
的
に
は
、
総
合
的
な
地
方
性
の
環
境
資
源
法
規
は

条
例
形
式
を
用
い
、
そ
の
他
は
実
施
規
則
あ
る
い
は
規
定
の
形
式
を
採

用
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

二

他
の
国
あ
る
い
は
地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
に
お
け
る

先
進
的
な
管
理
制
度
あ
る
い
は
措
置
を
参
考
に
し
試
用
す
る

よ
う
注
意
す
べ
き
だ
が
、
国
の
憲
法
・
法
律
・
行
政
法
規
の

規
定
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い

国
外
の
環
境
資
源
立
法
に
お
い
て
、
す
で
に
成
功
の
経
験
を
収
め
て

い
る
法
律
制
度
あ
る
い
は
措
置
に
つ
い
て
、
我
々
は
、
地
方
性
の
環
境

資
源
立
法
の
な
か
で
参
考
に
し
て
良
い
と
考
え
る
。
国
の
環
境
資
源
立

法
が
す
で
に
関
連
規
定
あ
る
い
は
原
則
的
規
定
を
お
い
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
地
方
立
法
の
根
拠
と
し
、
地
方
立
法
の
際
に
さ
ら

に
発
展
さ
せ
、
具
体
的
な
条
項
の
文
を
つ
く
る
時
に
そ
の
先
進
的
な
管

理
制
度
あ
る
い
は
措
置
を
参
考
ま
で
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国

の
法
律
に
規
定
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
専
門
的
に
立
法
し
、
規
定

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
意
に
値
す
る
の
は
、
国
外
で
行
わ
れ
て
い
る
、
有
効
で
あ
る
こ
と

が
経
験
済
み
の
環
境
資
源
管
理
制
度
を
「
導
入
」
あ
る
い
は
「
応
用
」

し
よ
う
と
す
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
実
行
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
調

べ
、
当
該
制
度
が
そ
の
地
方
に
と
り
適
切
か
つ
実
行
可
能
で
あ
る
こ
と

が
調
査
に
よ
り
十
分
論
証
さ
れ
て
か
ら
は
じ
め
て
立
法
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
方
立
法
時
に
は
、
国
の
憲
法
・
法
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律
・
行
政
法
規
の
規
定
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い

国
の
法
律
が
規

定
す
る
義
務
以
外
の
、
公
民
の
義
務
的
規
範
を
規
定
し
て
は
な
ら
な

い

と
い
う
点
に
も
す
べ
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

三

地
方
の
環
境
と
自
然
資
源
立
法
の
重
点
は
、
部
門
に
よ
る
環

境
と
資
源
管
理
に
関
す
る
行
政
行
為
を
規
範
す
る
こ
と
に
あ

り
、
国
の
刑
事
法
・
民
事
法
が
す
で
に
規
定
し
て
い
る
内
容

を
規
定
し
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
公
民
・
法
人
あ
る
い
は
他

の
組
織
に
、
新
た
な
関
連
す
る
基
本
的
権
利
・
義
務
を
設
定

し
た
り
、
あ
る
い
は
刑
事
罰
に
関
す
る
措
置
を
設
け
て
は
な

ら
な
い

地
方
性
の
環
境
資
源
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
す
る
目
的
は
、
お

も
に
地
方
の
環
境
資
源
保
護
管
理
行
為
を
規
範
し
、
国
の
法
律
が
、
地

方
に
お
い
て
創
造
・
実
施
す
る
条
件
に
真
に
適
用
さ
れ
実
現
さ
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
が
環
境
と
資
源
立
法
を

行
う
際
は
、
国
の
刑
事
法
・
民
事
法
が
規
定
し
て
い
る
内
容
を
規
定
し

て
は
な
ら
ず
、
公
民
の
基
本
的
権
利
・
義
務
以
外
に
新
た
な
基
本
的
権

利
あ
る
い
は
義
務
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
五
章

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評

価
審
査
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問

題
に
つ
い
て

第
一
節

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を

行
う
意
義

一

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行

う
意
義

中
国
の
持
続
可
能
な
発
展
戦
略
を
実
施
す
べ
く
、
各
地
は
地
方
の
持

続
可
能
な
発
展
戦
略
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提

条
件
は
、
地
方
の
経
済
と
社
会
が
持
続
可
能
な
発
展
を
実
現
す
る
た
め

の
条
件
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
持
続
可
能
な
発

展
を
実
現
す
る
た
め
の
科
学
的
基
礎
と
政
策
法
規
体
系
を
作
り
上
げ
る

こ
と
で
あ
る
。
も
し
前
者
が
、
社
会
・
経
済
発
展
に
対
す
る
あ
る
種
の

自
然
科
学
に
基
づ
く
「
定
量
」
的
な
調
査
・
分
析
お
よ
び
評
価
に
す
ぎ

な
い
と
す
る
な
ら
、
後
者
は
そ
う
し
た
「
定
量
」
的
な
指
標
化
を
あ
る

種
の
「
定
性
」
的
な
指
針
と
す
る
こ
と
、
よ
り
正
確
に
い
う
と
、
今
後

地
方
が
持
続
可
能
な
発
展
を
実
現
さ
せ
る
行
動
を
と
る
際
の
根
拠
規
範
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と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
持
続
可
能
な
発
展
を
、
概
念
か
ら
行

動
へ
と
発
展
さ
せ
る
重
要
な
措
置
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

持
続
可
能
な
発
展
が
求
め
る
法
律
改
革
に
順
応
す
る
と
い
う
面
に
お

い
て
、
我
々
は
、
「
持
続
可
能
な
発
展
立
法
」
の
真
意
は
、
か
な
ら
ず

し
も
た
と
え
ば
『
地
方
が
持
続
可
能
な
発
展
を
実
施
す
る
た
め
の
条

例
』
の
よ
う
な
類
の
法
規
を
制
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
の
条
件
の
も
と
で
は
、
「
持
続
可
能

な
発
展
」
概
念
に
対
す
る
人
々
の
理
解
は
人
に
よ
り
異
な
り
、
し
か
も

大
多
数
の
人
々
は
い
ま
だ
に
伝
統
的
な
思
考
方
法
で
こ
の
概
念
を
理
解

し
て
お
り
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
こ
の
概
念
は
「
古
い
瓶
に
新
し

い
酒
を
入
れ
る
〔
伝
統
的
な
形
式
に
新
し
い
内
容
を
盛
る
〕
」
も
の
で

あ
り
、
か
つ
て
提
起
さ
れ
た
「
持
続
的
発
展
（S

u
sta
in
ed
 
D
ev
elo
p
-

m
en
t

）
」
概
念
の
複
製
版
で
あ
る
と
考
え
る
者
す
ら
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
も
し
『
地
方
が
持
続
可
能
な
発
展
を
実
施
す
る
た
め

の
条
例
』
を
制
定
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
持
続
可
能
な
発
展
戦
略
を
形

式
に
流
れ
さ
せ
、
立
法
目
的
を
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

持
続
可
能
な
発
展
を
目
標
と
す
る
よ
う
な
一
連
の
地
方
立
法
評
価
規

範
を
制
定
し
、
持
続
可
能
な
発
展
と
い
う
基
本
理
念
を
も
っ
て
地
方
の

今
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
立
法
（
制
定
、
改
正
、
廃
止
）
活
動
を
統
一

的
に
評
価
・
規
範
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
の
人
民
代
表
大

会
あ
る
い
は
市
政
府
が
採
決
・
公
布
し
よ
う
と
し
て
い
る
地
方
法
規

（
規
則
）
の
な
か
の
、
持
続
可
能
な
発
展
戦
略
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ

し
か
ね
な
い
規
定
を
評
価
審
査
し
、
今
後
す
べ
て
の
地
方
立
法
を
持
続

可
能
な
発
展
を
実
現
す
る
た
め
の
要
求
に
符
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
、
政
府
部
門
に
よ
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
と
法
律
執
行
活
動

の
過
程
に
お
け
る
具
体
的
な
行
政
行
為
を
通
じ
て
、
「
持
続
可
能
な
発

展
」
を
具
体
的
行
動
に
変
え
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
持
続
可
能
な
発
展
」
は
、
人
類
の
思
想
か
ら
行
動
に

至
る
ま
で
の
変
革
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
の
な
か
で
〔
持

続
可
能
な
発
展
を
〕
あ
ら
わ
し
さ
え
す
れ
ば
い
と
も
簡
単
に
規
範
・
実

現
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
さ
ら
に
地
方
の
各
政
府
部
門
、
各

人
民
団
体
と
市
民
の
広
範
囲
な
参
加
、
と
り
わ
け
党
と
政
府
の
指
導
者

や
幹
部
自
身
の
行
動
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
〔
持
続
可
能
な
発
展

を
〕
共
同
し
て
促
進
し
、
そ
の
実
施
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
方
の
立
法
と
計
画
が
、
持
続
可
能
な
発
展
の
最
終
目
標
と
重
要
な

点
に
影
響
を
与
え
る
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
発
展
に

盲
目
的
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
計
画
（
立
案
）
に
か
か
る
行
為

あ
る
い
は
法
規
の
規
範
が
、
環
境
と
資
源
に
つ
い
て
ど
の
程
度
気
を
配

り
考
慮
し
て
い
る
か
、
環
境
あ
る
い
は
資
源
に
対
す
る
救
済
（
補
償
）

措
置
は
あ
る
か
、
お
よ
び
当
該
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
組
織
と
保
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障
・
監
督
の
仕
組
み
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
、
な
ど
を
判
断
す
る
も
の

で
あ
る
。

二

地
方
立
法
が
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行
う
原

則
の
考
え
方
の
筋
道
を
確
定
す
る

『
中
国
21
世
紀
議
程
』
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
持
続
可
能
な
発
展
を
実

現
す
る
た
め
の
基
本
的
要
求
と
は
、
総
合
的
方
策
、
す
な
わ
ち
「
環
境

原
価
を
各
種
の
経
済
分
析
と
方
策
決
定
過
程
に
取
り
入
れ
、
従
来
の
、

環
境
を
無
償
で
使
用
し
環
境
原
価
を
社
会
に
転
嫁
し
て
き
た
や
り
方
を

変
え
る
こ
と
」
を
実
行
に
移
す
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
な
認
識
か

ら
、
我
々
は
、
地
方
の
持
続
可
能
な
発
展
に
影
響
を
与
え
る
立
法
の
審

査
評
価
活
動
の
重
点
は
、
ま
ず
、
地
方
立
法
が
持
続
可
能
な
発
展
に
合

致
す
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
〔
持
続
可
能
な
発
展
に
〕
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
か
否
か
を
具
体
的
に
評
価
す
る
立
法
審
査
対
象
領
域
、

審
査
評
価
原
則
、
審
査
評
価
組
織
と
手
続
、
審
査
評
価
方
法
と
具
体
的

指
標
を
確
定
し
、
つ
い
で
地
方
の
人
民
代
表
大
会
に
、
立
法
手
続
法
に

類
似
す
る
『
地
方
に
お
け
る
持
続
可
能
な
発
展
実
施
の
た
め
の
地
方
立

法
審
査
評
価
規
範
』
を
制
定
さ
せ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
に
あ
る
と

考
え
る
。

第
二
節

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を

行
う
際
の
取
り
あ
つ
か
い
性
に
関
す
る
準
則

我
々
は
、
持
続
可
能
な
発
展
の
原
則
の
求
め
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ

う
な
、
地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行
う

際
の
取
り
あ
つ
か
い
性
に
関
す
る
準
則
を
確
立
し
た
。
こ
れ
ら
の
準
則

は
、
〔
か
な
ら
ず
し
も
〕
す
べ
て
の
部
門
の
立
法
領
域
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
評
価
審
査
法
規
を
起
草
す
る
際
の
お
も

な
参
考
標
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

１．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
現
行
の
環
境
資
源
保

護
法
律
・
法
規
お
よ
び
関
連
す
る
環
境
標
準
の
目
的
と
そ
れ
が

求
め
る
も
の
に
合
致
す
る
か
、
そ
れ
に
応
じ
て
環
境
保
護
の
た

め
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
、
保
護
措
置
に
は
十
分
な
科

学
的
根
拠
と
合
理
性
が
あ
る
か
。

２．

環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動

に
、
環
境
影
響
評
価
手
続
が
あ
る
か
、
代
替
可
能
の
案
が
あ
る

か
、
環
境
へ
の
効
果
・
利
益
と
経
済
・
社
会
へ
の
効
果
・
利
益

の
比
較
分
析
を
し
て
い
る
か
。

３．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
生
態
系
の
安
全
を
損
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な
う
危
険
性
を
も
た
ら
す
か
。
環
境
に
関
す
る
政
策
と
目
標
を

体
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
。

４．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
節
約
に
資
す
る
か
、
方
策
の
決
定
が
、
環
境
と
資
源
に
対
す

る
圧
力
（
と
り
わ
け
大
気
、
水
、
お
よ
び
農
業
耕
地
に
対
す
る

圧
力
）
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

５．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
・
生
産
品
は
、
資
源
の
再

循
環
化
あ
る
い
は
廃
棄
物
の
資
源
化
に
資
す
る
か
、
偽
商
品
・

粗
悪
商
品
の
再
資
源
化
・
無
害
化
処
理
と
利
用
が
含
ま
れ
て
い

る
か
。

６．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
最
新
の
環
境
保
護
技

術
あ
る
い
は
資
料
の
採
用
あ
る
い
は
使
用
を
考
慮
し
て
い
る

か
、
実
施
を
保
障
す
る
措
置
は
あ
る
か
。

７．

立
案
に
か
か
る
科
学
技
術
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
環
境
資
源

保
護
の
促
進
を
考
慮
し
て
い
る
か
、
当
該
科
学
技
術
を
市
場
に

導
入
す
る
場
合
、
環
境
へ
の
利
益
と
弊
害
を
分
析
・
評
価
す
る

た
め
の
審
査
手
続
が
あ
る
か
。

８．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
生
態
農
業
の
発
展
に

有
利
か
、
農
業
の
産
業
化
の
実
現
に
有
利
か
。

９．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
工
業
の
集
合
化
、
規

模
〔
拡
大
〕
化
、
お
よ
び
清
潔
な
生
産
（
訳
注
３
）
の
実
行
に

有
利
か
。

10．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
環
境
と
資
源
自
体
の

価
値
を
考
慮
し
て
い
る
か
（
費
用
を
支
払
う
）
（
訳
注
４
）
、

そ
れ
ら
の
価
値
を
如
何
に
体
現
す
る
の
か
。

11．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
社
会
の
原
価
と
費
用

を
増
加
さ
せ
る
か
、
こ
れ
ら
の
原
価
と
費
用
は
最
終
的
に
は
誰

が
負
担
す
る
の
か
。

12．

貿
易
・
金
融
・
税
収
に
関
す
る
立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は

行
動
は
、
環
境
資
源
保
護
の
目
的
と
そ
の
利
益
を
考
慮
し
て
い

る
か
、
環
境
の
質
の
改
善
に
有
利
か
。

13．

立
案
に
か
か
る
経
済
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
公
民
に
環
境
保

護
と
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
を
で
き
る
限
り
教
育
し
、
公

民
の
環
境
意
識
を
向
上
さ
せ
る
措
置
で
あ
る
と
い
え
る
か
。

14．

立
案
に
か
か
る
財
政
（
補
助
）
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
環
境

の
質
の
改
善
に
不
利
に
な
ら
な
い
か
、
ま
た
資
源
利
用
に
影
響

を
与
え
な
い
か
。

15．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
は
、
部
門
の
利
益
や
そ
の

衝
突
に
か
か
わ
る
か
。
衝
突
を
調
和
さ
せ
る
た
め
の
実
際
的
な

取
り
あ
つ
か
い
方
法
は
あ
る
か
、
部
門
の
衝
突
に
か
か
わ
る
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時
、
如
何
に
し
て
環
境
利
益
が
部
門
の
衝
突
に
よ
り
も
た
ら
さ

れ
る
損
害
を
被
ら
な
い
よ
う
保
障
す
る
の
か
。

16．

立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動
に
は
、
公
民
参
加
手
続
が

含
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
の
手
続
は
如
何
に
し
て
保
障
さ
れ
る

か
。

17．

環
境
資
源
利
用
に
関
す
る
立
案
に
か
か
る
法
規
あ
る
い
は
行
動

は
、
後
世
代
の
人
類
の
利
益
を
判
断
・
考
慮
し
て
い
る
か
、
人

類
の
利
益
と
生
態
の
利
益
を
比
較
し
こ
れ
を
数
値
化
し
て
い
る

か
。

地
方
立
法
に
対
し
持
続
可
能
な
発
展
の
影
響
評
価
審
査
を
行
う
問
題

は
、
近
年
来
、
我
が
国
の
一
部
の
地
方
で
試
行
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

あ
る
た
め
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
し
た
が
う
こ
と
の
で
き
る
法
律
・
法

規
・
規
則
は
な
い
。
地
方
は
、
経
験
を
総
括
し
、
絶
え
ず
新
た
な
評
価

審
査
方
法
と
措
置
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
。

原
注

１
）

我
が
国
に
お
い
て
、
狭
義
の
地
方
立
法
と
は
、
省
級
、
省
級
政
府
所

在
地
の
市
、
お
よ
び
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民

代
表
大
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
が
地
方
性
法
規
を
制
定
す
る
活
動
の
み

を
指
す
。

２
）

周
旺
生
著
『
立
法
学
』
（
北
京
大
学
出
版
社
・
一
九
八
八
年
）
二
五

一
頁
を
参
照
。

３
）

国
家
計
委
（
訳
注
５
）
等
編
『
中
国
的
環
境
与
発
展
〔
中
国
の
環
境

と
発
展
〕
』
（
科
学
出
版
社
・
一
九
九
二
年
）
三
｜
四
頁
。

４
）

こ
こ
で
は
単
に
、
国
の
立
法
、
と
り
わ
け
環
境
と
自
然
資
源
立
法

は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
地
区
の
具
体
的
な
人
物
や
事
柄
に
す
べ
て
適
合

さ
せ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
国
の
環
境
と
自
然
資
源
法

の
完
全
性
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
我
々
は
、
あ
ま
り
に
も
原
則
的
・

抽
象
的
に
す
ぎ
る
立
法
は
、
「
法
に
基
づ
く
行
政
」
に
重
大
な
結
果
を

招
く
隠
れ
た
原
因
を
も
た
ら
す
た
め
、
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。
詳

し
く
は
、
第
一
章
（
訳
注
６
）
の
論
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５
）

国
家
環
保
局
編
『
中
国
環
境
保
護
21
世
紀
議
程
』
（
中
国
環
境
科
学

出
版
社
・
一
九
九
五
年
）
三
一
頁
。
こ
の
統
計
結
果
に
は
、
地
方
の
環

境
保
護
行
政
主
管
部
門
以
外
に
、
関
連
す
る
地
方
の
自
然
資
源
管
理
機

関
が
起
草
・
制
定
す
る
地
方
の
自
然
資
源
保
護
管
理
法
規
あ
る
い
は
規

則
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
我
が
国
で
は
、

環
境
と
資
源
保
護
に
関
す
る
地
方
性
法
規
・
規
則
が
合
計
お
よ
そ
九
百

以
上
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
資
料
も
あ
る
。

６
）
『
憲
法
』
第
一
〇
七
条
、
『
地
方
組
織
法
』
第
五
一
条
の
（
一
）
項

を
参
照
。

７
）

目
下
、
我
が
国
が
新
た
に
制
定
し
た
環
境
汚
染
防
除
法
（
た
と
え
ば

大
気
汚
染
、
水
汚
染
、
環
境
騒
音
汚
染
等
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
）
の
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立
法
に
お
い
て
は
、
地
方
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
地
方
性
の
環

境
汚
染
防
除
法
規
あ
る
い
は
規
則
を
制
定
で
き
る
こ
と
を
直
接
規
定
せ

よ
と
い
う
主
張
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

８
）

我
が
国
の
『
環
境
騒
音
汚
染
防
除
法
』
は
、
一
九
九
六
年
に
公
布
さ

れ
た
が
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
一
九
八
八
年
、
国
務
院
は
『
環
境
騒
音
汚

染
防
除
条
例
』
を
公
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、
湖
北
省
、
貴
陽
市
等
の

よ
う
な
一
部
の
地
方
は
、
そ
れ
以
前
に
環
境
騒
音
管
理
条
例
あ
る
い
は

規
則
を
制
定
し
て
い
た
。

９
）
『
政
府
法
制
工
作
適
用
手
冊
』
編
写
組
編
著
『
政
府
法
制
工
作
適
用

手
冊
』
（
中
国
法
制
出
版
社
・
一
九
九
一
年
十
二
月
版
）
四
十
頁
。

10
）
『
政
府
法
制
工
作
適
用
手
冊
』
編
写
組
・
前
掲
書
（
注
９
）
四
十

｜
四
一
頁
。

11
）
『
行
政
処
罰
法
』
第
十
一
条
は
、
「
地
方
性
法
規
は
、
人
身
の
自
由

の
制
限
と
企
業
営
業
許
可
証
の
取
り
上
げ
以
外
の
行
政
処
罰
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
」
「
法
律
・
行
政
法
規
が
、
違
法
行
為
に
対
し
て
す

で
に
行
政
処
罰
規
定
を
お
い
て
お
り
、
地
方
性
法
規
が
具
体
的
規
定
を

お
く
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
法
律
・
行
政
法
規
が
規
定
す
る
行
政
処
罰

の
対
象
と
な
る
行
為
、
種
類
、
お
よ
び
度
合
い
の
範
囲
内
で
規
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
第
十
三
条
は
、
「
省
、
自
治
区
、

直
轄
市
の
人
民
政
府
と
、
省
、
自
治
区
人
民
政
府
の
所
在
地
の
市
人
民

政
府
、
お
よ
び
国
務
院
の
承
認
を
経
た
比
較
的
大
き
な
市
の
人
民
政
府

が
制
定
す
る
規
則
は
、
法
律
・
法
規
が
規
定
す
る
行
政
処
罰
の
対
象
と

な
る
行
為
、
種
類
、
お
よ
び
度
合
い
の
範
囲
内
で
、
具
体
的
な
規
定
を

お
く
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
法
律
・
法
規
が
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い

も
の
に
つ
い
て
、
前
項
規
定
の
人
民
政
府
が
制
定
す
る
規
則
は
、
行
政

管
理
秩
序
に
違
反
す
る
行
為
に
対
し
、
警
告
処
分
あ
る
い
は
一
定
の
罰

金
を
科
す
行
政
処
罰
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
罰
金
の
限
度
額
は
、

省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
定
め
る
」
と

規
定
す
る
。
第
十
四
条
は
、
「
本
法
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、

第
十
二
条
、
お
よ
び
第
十
三
条
の
規
定
を
除
き
、
そ
の
他
の
規
範
性
文

書
が
行
政
処
罰
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

12
）

周
・
前
掲
書
（
注
２
）
二
七
二
頁
。

13
）

周
・
前
掲
書
（
注
２
）
二
九
七
頁
以
下
。

14
）
『
政
府
法
制
工
作
適
用
手
冊
』
編
写
組
・
前
掲
書
（
注
９
）
四
二

頁
。

15
）

特
筆
す
べ
き
は
、
目
下
、
我
が
国
の
立
法
機
関
に
お
い
て
、
立
法
中

に
「
公
衆
参
加
」
条
項
を
規
定
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
者
が
、
ま
す
ま

す
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
江
沢
民
国
家
主
席
も
、
一
九
九
八
年

三
月
に
開
催
さ
れ
た
国
の
環
境
保
護
活
動
に
関
す
る
会
議
に
お
い
て
、

環
境
管
理
に
対
す
る
公
衆
参
加
の
意
識
を
強
め
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
、
と
く
に
強
調
し
た
。

16
）

袁
建
国
著
『
法
律
創
制
論
』
（
河
南
人
民
出
版
社
・
一
九
八
九
年
）

一
四
〇
｜
一
四
六
頁
。

)北研44(2・

料

154 320

資

★

★

お
客
様
の
指
示
に
よ
り
改
頁
い
れ
て
ま
す



訳
注

訳
注
１
）

周
氷
河
（p

erig
la
cia
l

）
と
は
、
も
と
も
と
氷
帽
の
縁
辺
地
域

で
み
ら
れ
る
作
用
や
地
形
に
関
し
て
使
わ
れ
た
用
語
で
あ
っ
た

が
、
の
ち
に
、
中
緯
度
の
山
岳
地
域
の
よ
う
な
ツ
ン
ド
ラ
気
候
の

す
べ
て
の
地
域
、
す
な
わ
ち
凍
結
作
用
が
活
発
で
何
ら
か
の
形
態

の
永
久
凍
土
が
生
じ
て
い
る
地
域
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
周
氷

河
作
用
（p

erig
la
cia
l p
ro
cess

）
と
は
、
周
氷
河
現
象
を
生
じ

た
り
、
周
氷
河
地
形
の
形
成
を
も
た
ら
す
す
べ
て
の
作
用
・
プ
ロ

セ
ス
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
土
壌
・
岩
石
・
水
の
凍
結
・
融
解
の

繰
り
返
し
に
よ
っ
て
生
じ
る
凍
結
作
用
、
永
久
凍
土
の
融
解
に
基

づ
く
サ
ー
モ
カ
ル
ス
ト
、
万
年
雪
に
よ
る
ニ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
雪

食
）
、
お
よ
び
植
生
を
欠
く
周
氷
河
環
境
下
で
の
風
食
や
、
海
氷

に
よ
る
海
岸
侵
食
、
多
量
の
岩
屑
を
運
搬
・
堆
積
さ
せ
る
よ
う
な

河
川
の
ア
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
総
称
で
あ
る
。S

u
sa
n

 
M
a
y
h
ew

編
・
田
辺
裕
監
訳
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
地
理
学
辞

典
（A

 
D
ictio

n
a
ry
 
o
f
 
G
eo
g
ra
p
h
y
,
seco

n
d
 
ed
itio

n
,

1997

）
』
一
三
七
頁
（
朝
倉
書
店
・
二
〇
〇
三
年
）
、
町
田
貞
ほ

か
編
『
地
形
学
辞
典
』
二
五
八
頁
（
二
宮
書
店
・
一
九
八
一
年
）

参
照
。

訳
注
２
）

計
画
単
列
市
と
は
、
中
国
の
直
轄
市
と
省
部
（
省
の
行
政
機
関

所
在
地
）
以
外
の
、
全
国
の
経
済
発
展
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を

占
め
、
か
つ
国
務
院
が
単
列
管
理
を
行
う
都
市
を
い
う
。
計
画
単

列
市
は
、
経
済
計
画
の
策
定
、
実
施
、
お
よ
び
審
査
許
可
の
面

で
、
省
一
級
に
相
当
す
る
権
限
を
有
す
る
。
大
連
、
青
島
、
寧
波

な
ど
。

訳
注
３
）

清
潔
な
環
境
下
で
清
潔
な
商
品
を
生
産
す
る
こ
と
。

訳
注
４
）
「
費
用
を
支
払
う
」
と
は
、
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
々
の
環
境
・
資
源
破
壊
活
動
を
減
少
さ
せ
、
も
っ
て
環
境
と
資

源
自
体
の
価
値
を
体
現
す
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

訳
注
５
）

国
家
計
委
と
は
、
国
務
院
に
属
す
る
国
家
計
画
委
員
会
の
略
称

で
あ
る
。

訳
注
６
）

こ
こ
で
い
う
「
第
一
章
」
と
は
、
金
瑞
林
（Jin

 
R
u
ilin

）
・

汪
勁
（W

a
n
g
 
Jin

）
著
『
中
国
環
境
与
自
然
資
源
立
法
若
干
問

題
研
究
（A

 
S
tu
d
y o

n C
h
in
ese L

eg
isla

tio
n o

f E
n
v
iro
n
-

m
en
t a

n
d
 
N
a
tu
ra
l R

eso
u
rces

）
』
（
北
京
大
学
出
版
会
・

一
九
九
九
年
）
第
一
章
「
中
国
環
境
与
自
然
資
源
法
律
体
系
的
現

状
、
問
題
及
其
完
善
（T

h
e
 
S
ta
tu
s
 
Q
u
o
,
P
ro
b
lem

s
 
a
n
d

 
im
p
ro
v
em
en
t o

f C
h
in
ese L

a
w
 
fo
r th

e P
ro
tectio

n
 
o
f

 
E
n
v
iro
n
m
en
t a
n
d N

a
tu
ra
l R
eso

u
rces

）
」
を
指
す
。
そ
の

試
訳
は
、
金
瑞
林
（Jin R

u
ilin

）
・
汪
勁
（W

a
n
g Jin

）
著
、

鈴
木
光
（S

u
zu
k
i H

ik
a
ru

）
訳
「
現
代
中
国
の
環
境
論
㈡
｜

「
中
国
の
環
境
と
自
然
資
源
法
体
系
の
現
状
、
問
題
、
お
よ
び
そ

の
改
善
」

1999

）
｜

」北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
第
三
八
巻
第

四
号
七
四
九
｜
七
七
〇
頁
（
二
〇
〇
三
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。
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訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
金
瑞
林
（Jin R

u
ilin

）
・
汪
勁
（W

a
n
g Jin

）
著
『
中

国
環
境
与
自
然
資
源
立
法
若
干
問
題
研
究
』
（
北
京
大
学
出
版
社
・
一

九
九
九
年
）
第
四
章
「
中
国
地
方
環
境
与
自
然
資
源
立
法
」
を
、
原
著

者
の
ご
承
諾
を
得
て
翻
訳
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
原
著
者
の
略
歴
と

研
究
業
績
は
、
金
瑞
林
（Jin R

u
ilin

）
・
汪
勁
（W

a
n
g Jin

）
著
、

鈴
木
光
（S

u
zu
k
i H

ik
a
ru

）
訳
「
現
代
中
国
の
環
境
論

㈡
｜

「
中
国
の
環
境
と
自
然
資
源
法
体
系
の
現
状
、
問
題
、
お
よ
び
そ
の
改

善
」

1999

）
｜

」
（
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
第
三
八
巻
第
四
号

（
二
〇
〇
三
年
三
月
）
）
七
六
九
｜
七
七
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本

稿
の
欧
文
タ
イ
ト
ル
は
原
著
者
自
身
に
よ
る
。
原
注
は
、
原
書
で
は
頁

ご
と
に
番
号
が
ふ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
通
し
番
号
と
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
〔

〕
部
分
は
翻
訳
者
が
挿
入
し
た
。
翻
訳
に
際
し
て

は
、
曹
維
君
（C

a
o
 
W
eiju

n

）
先
生
よ
り
大
変
貴
重
な
ご
指
導
を
い

た
だ
い
た
。
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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